
─ 31 ─

令和３年第２回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第２日目（令和３年６月１６日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前９時５７分 開議）

開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） おはようございます。

ただいま出席している議員は８名であります。定足数を満たしておりますので、これより本

日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、議長において３番山川裕正さん、５番谷秀紀さんを指名いたします。

諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 諸般報告であります。

事務局長から報告をいたします。

中嶋議会事務局長。

○議会事務局長（中嶋孝君） 報告いたします。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

一 般 質 問

○議長（川野敏夫君） 日程第３ これより一般質問を行います。

順次、発言を許します。

質問順序１、議席番号１番、能登直樹さん。

一つ、コロナ禍における避難所の在り方とコロナ禍での災害時等の市民周知について。

一つ、市民の移動に伴う交通手段について。

一つ、空き家対策と老朽家屋の倒壊等の対策について。
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以上３件について。

能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） おはようございます。

通告書に従いまして、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。件名につ

きましては、３件です。

件名１、コロナ禍における避難所の在り方とコロナ禍での災害時等の市民周知について。

昨年来より続く新型コロナウイルス感染症により、いまだ北海道においても緊急事態宣言下

の下、歌志内市としてもいかなる不測事態にも備えるためには、避難所等の管理が今後も重要

になってくると思われます。そこでお伺いいたします。

①コロナ禍で災害等が発生した場合、当市においても数か所の避難所が開設されると思いま

すが、その避難施設内のコロナ対策と衛生面における管理体制、また人の手が多く接触する水

回り関係、とくに水道蛇口等へのコロナ対策はどのようになっているのか伺います。

②当市において新型コロナ関連の情報、または災害時の市民への情報提供の伝達手段の一つ

として、テレビ画面を通しての情報発信も必要と思われますが、市としてはどのような考えを

持たれているのか伺います。

③当市における防災・減災対策の強化についての災害時の確実かつ安定的な情報伝達の確保

として、地域衛星通信ネットワークがありますが、当市の活用状況と第３世代システム整備に

対して、現状はどのようになっているのかお伺いいたします。

件名２、市民の移動に伴う交通手段について。

今年度の中央バスダイヤ改正により、歌志内市も減便を余儀なくされ、来年度以降も利用状

況や運行時経費削減の面での減便等があるかもしれない現状を踏まえ、市としてはこれからの

さらなる高齢化社会を見据えたとき、市民の交通手段としてのコミュニティバス、デマンド型

交通もしくは支え合い交通などの運行に関して、協議または検討をされているのかを伺いま

す。

件名３、空き家対策と老朽家屋の倒壊等の対策について。

近年、国はもとより空知管内でも空き家対策、または豪雪による老朽家屋の倒壊等が増加

し、各自治体でも苦慮される課題の一つともなっている現状、歌志内市においても決して他人

事ではなく、年々空き家と老朽化した家屋が増加傾向の下で、今回の雪による一部倒壊家屋も

数軒見受けられました。そこでお伺いします。

①現在、市全体として空き家となっている軒数、または老朽家屋は何軒ほど現存していて、

誰がどのように確認調査をされているのかをお伺いします。

②市としても、今まで多方にわたりいろいろな対策を講じていますが、再度この重要問題を

どのように受け止め、今後、どのような具体的対策を講じながらこの問題解決に向けて取り組

んでいくのか見解を伺います。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 私からは、件名１、コロナ禍における避難所の在り方とコロナ禍

での災害時等の市民周知について御答弁申し上げます。

初めに、①の避難施設内のコロナ対策と衛生面における管理体制についてでございますが、

コロナ禍での災害発生時に避難所を開設する際には、感染症対策対応の避難施設運営マニュア

ルに基づいて、避難施設を運営することとしております。避難所では、衛生管理を徹底するこ

ととし、受付での消毒、避難所内での手洗いや清掃、水道蛇口等も含め共用部分の消毒を行う
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こととしており、消毒用アルコールの備蓄や次亜塩素酸ナトリウムの保有を含め、避難する際

には消毒液やウェットティッシュなどを非常持ち出し品に含めることも呼びかけ、衛生環境の

確保に努めることとしております。

次に、②のテレビ画面を通しての情報発信についての考えでございますが、民間の放送局１

社が有料で実施している地上デジタル放送を使った自治体情報提供サービス、地デジ広報サー

ビスにつきましては、行政情報やコロナウイルス関連情報、災害時の情報提供など、活用して

いる自治体もあることを承知しております。昨年、実施の可否について検討を行うため、広報

業務担当課が活用している近隣自治体に調査を行いましたが、情報伝達手段としては有効であ

るものの、他の情報発信手段も複数あることや、費用対効果に疑問を感じている自治体もあっ

たことから、総合的な判断として、今年度の活用については見送ったところです。

次に、③の地域衛星通信ネットワークの活用状況と第３世代システム整備の現状についてで

ございますが、地域衛星通信ネットワークは、都道府県が中央省庁や市町村と結ぶ衛星通信網

で防災通信の柱として位置づけられています。整備状況は、都道府県により違いますが、北海

道では道内全市町村とネットワークを整備しており、本市を含め市町村では、北海道総合行政

情報ネットワークを用いた衛星電話網やＪアラート全国瞬時警報システム、また、ＬＧＷＡＮ

（総合行政ネットワーク）などの地上系通信回線のバックアップとして活用されています。

現在使用しているネットワークは、第２世代システムと呼ばれるもので、整備コストが削減

でき、高画質映像の送受信や通信障害に強い第３世代システムの実証試験が国において進めら

れておりますが、現時点では、北海道での具体的な移行計画は発表されておりません。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） それでは、私のほうからは、２の市民の移動に伴う交通手段

について御答弁申し上げます。

中央バス歌志内線の今後の運行状況につきましては、市といたしましても、コロナ禍の中、

現状の運行維持について危惧しているところでございます。

御質問にありますコミュニティバス、デマンド型交通、支え合い交通とも、既存のバス路線

が運行している区間につきましては、事業者の営業に影響を与えることになることから、原則

算入することができません。このため、市民の移動手段の確保という観点から、引き続き国の

制度や先進事例など情報収集を行うとともに、一昨年から始めました高齢者外出支援タクシー

利用券などの交付事業の拡充や、住民によるサポート交通の可能性など、さらに調査・研究を

進めてまいりたいと考えております。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 私のほうから①及び②について一括御答弁申し上げたいと思いま

す。

まずは、①の空き家となっている軒数でございますが、２６２軒でありまして、法的に定義

のない老朽家屋としての確認調査は行っておりません。なお、調査は、建設課の担当者にて遠

方目視を含め、現地確認調査を行っております。

続きまして、２番の今後どのように受け止め、問題解決に向け取り組むかについてでござい

ますが、４月に開催いたしました市と町内会連合会との情報交換会においても幾つかの事案が

示され、環境面や危険性の面から行政による対応を求められております。このため、空き家に

関する現状を重く受け止め、今まで以上に個別課題の詳細把握、整備及び課題解決に向け、取

り組んでまいります。
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以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） ありがとうございました。

それでは、再質問のほうさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

まず①の避難所の施設関係の衛生面と水回り関係についてですけれども、課長は衛生管理を

徹底することと、あと受付での消毒、避難所の手洗い、清掃、水道蛇口も含め共同部分の消毒

を行うと御答弁され、また今回の補正予算でも、公共施設等々の水道蛇口を自動水洗化すると

いうことで、るるありました。

そういう中で、今現在、市が指定されている緊急避難所場所は２１か所、指定避難所は６か

所、このうち６か所は指定避難所と緊急避難所も兼ねておりますけれども、そのうちの屋内の

避難施設が１５か所あります。今、このコロナ禍の中で、ワクチンも歌志内市、なかなか進ん

でいない現状も踏まえ、接種も終了していない現状で、もしもですけれども、この時期に、こ

れから大雨による洪水または土砂災害等が発生したときに、本来こういうことが起こらないこ

とが一番望ましいのですけれども、こればかりは自然を相手にするもので、いつ来るか分から

ない。それで、そういうときに、ある程度の、一定の指定避難場所が避難所として開始をされ

ると思います。本来、何々地区といったら１か所の開設にはなると思いますけれども、このよ

うな時期でありますし、密を避けるためには、１か所では済まされないというか、１か所の開

所では事足りなくて、増所して２か所、もしくは３か所の施設の開所が必要となるケースも、

これはあり得ることです。そのような事態が発生したときに必要となってくるのは、やはり全

体的な運営体制、先ほども答弁ありましたけれども、衛生面も含めてですけれども、こういう

コロナ禍に対しての感染防止と衛生面、これは御答弁にありました。ですが、特に女性に関し

ましては、５月１４日にも市長のほうに提出させていただきました、コロナ禍における女性の

負担軽減に関する緊急要望書の一部に記載もさせていただきましたけれども、女性に対する衛

生用品等の管理体制、これがまた必要となってくるかと思います。その点につきましてはいか

がですか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 女性に対する負担軽減、生理用品の件になろうかと思います。も

ちろん、緊急時の備蓄品の中には、生理用品ですとか、高齢者、乳児のおむつ等の備蓄も備え

ておりますので、その中で対応していくこととしております。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 女性の衛生的なものですけれども、たしか市の備蓄としては、３,０

００から４,０００ぐらいの間だったかなと、私、かすかなうろ覚えしかないのですけれど

も、それだけ備蓄していただければ大体ことは足りるのかなと思います。ただし、それが、そ

ういう災害時ですから、ある程度の個数を置いておいても、皆さん、自分の手元に置いておき

たいという心理も働くかと思います。その点、今の現状の個数で、そういう大きな災害があっ

たときには足りると思いますか。その辺、ちょっと御答弁頂きたい。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 防災備蓄計画の中では、備蓄の品目の目安といたしまして、人口

の２０％が３日間耐え忍ぶことができる程度の備蓄をしましょうというところで書かれており

ます。一般的に、物流が３日程度あれば、ほかの町からの物流が期待できたりというところも

ございますので、この計画については妥当なところではないのかなというような判断をしてお

ります。
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○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 個数的には、十分足りるという理解でいいのかなと思います。そうい

うときに、若い女性、特に１０代とか２０代なるかならないかという女性の方が、万が一そう

いうときに、使用済みと言ったらおかしいのですけれども、そういうもののちゃんと管理する

体制というのは、どのようになるか、ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 恐らく、汚染物ですとか、そのような類いになりますので、そち

らにつきましても、避難所のマニュアルの中に別のところへ、例えば具体的に言いますと、ビ

ニールで分けたり、きちんと一般の居住区域と違う所に保管するようなもの、ましてやデリ

ケートなものでございましょうから、他人から見えないような所というようなところでは考え

てはおります。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） その点はよろしくい願いしたいと思います。

あと、衛生的な面ですけれども、仮にそういう災害があった場合、やはり動物、犬、猫とか

愛護している動物と一緒に避難したいということになれば、それは避難場所というのは、別に

設ける形でいるのかちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） ペットにつきましての考え方も、昨年来何度かお話をしたことは

ございます。各避難所で、どうしてもペットは心の支えになっておられたりされる方の気持ち

ももちろん分かるのですが、逆にペットが嫌いな方という方も避難する場合がございますの

で、居住区等、やはりどうしても分けて避難をして係留をしたり、ケージを横に置いたりとか

というふうに、一般の方と一緒の部屋にならないようなところで配慮はしたいというふうに考

えております。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 今の課長の御答弁にありました、中には、ちょっとパーテーション的

なものを置いてということなのですけれども、施設、避難所を一つ一つ確保するということ

は、これは考えてはいませんか。別々に、ペットを飼ってない人とペット飼っている人を、

ちょっと２か所になってしまうのですけれども、そういう考えはありませんか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 開設する避難所によって構造がどうしても違っておりますので、

コミュニティセンターのような大きなところでしたら、これは分けることは十分可能かと思い

ますが、小さいところですとどうしてもそういうふうに住み分けができないとなると、例えば

玄関の裏側の部分だとか物置というのでしょうか、どうしても別れたところでというふうにな

ろうかと思います。それは、避難所によってケースバイケースというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 分かりました。その辺も、本当、万が一の話で、大変恐縮ですけれど

も、そういうことが起きた場合には、随時衛生的な面も、全体的な衛生的な面も今後配慮して

いただいて、事に臨んでいただきたいなと思います。

それでは次、避難所のトイレ、水道蛇口についてですけれども、今回、補正予算では、いろ

いろ公共のところは水洗化ということで補正予算組まれています。コミュニティセンターとか

庁舎内もそうですけれども、それ以外の自動水洗化、避難所となり得る町内会館もしくは集会

所、そういうところの自動水洗化、これはまた郷土館横の駐車場のトイレ、あそこはまだ自動
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にはなってなく、手で押すタイプの蛇口だったと記憶しております。そういうところの、今後

避難場所となり得る集会所または町内会館、そういうところの自動水洗化整備というのはどの

ように考えているか、ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 一般的に、避難所として使う際の、例えばトイレの自動水洗化だ

とかということ、災害に関してはもちろん理解はするのですけれども、こちら一般的にも、日

常に使用目的等がございますので、そこら辺の自動化の部分の費用を災害のほうの経費で見て

いくというような考えは今のところ持っておりませんので、日常使用されるところで、快適な

生活ですとか快適な集会をできるためのところで考えていただければというような考えでおり

ます。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） そういう避難所に対しては、各町内会の考えを基にということの御答

弁かなと思います。今回、感染防止対策として各町内会の活動支援金として２０万円ほど各町

内会に出されております。その中で整備していただければありがたいというお話なのかなとい

うふうに理解はしますけれども、その辺はどうでしょう。

○議長（川野敏夫君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） このたびの町内会への交付金につきましては、今議員おっしゃられ

ますように、そういった形での活用をされるところもございましょうし、また町内会員のほう

に、いろいろなそういうマスクだとか、そういったものを配るという形での活用を検討される

町内会もあろうかなと思います。ただいま、各避難所への非接触型の水洗蛇口、水道施設、こ

れらにつきましては、ただいま総務課長のほうでも御答弁申し上げましたけれども、全ての避

難所に設置されるのが望ましいというふうには思いますけれども、現状の中では、日常的なそ

ういった衛生管理、今既に皆さんやっておられますけれども、そういった部分で対応していた

だければと。また、その設置のほうにつきましては、検討課題という形でさせていただければ

と思っております。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 各町内会も大変だとは思います。そういう観点からいたしましても、

どうしても集会所は人が集まるのが、今こういう現状ですけれども、何かあったときはやはり

人が集まるというのが多い。そうすると、必ずトイレを使う、手を洗う。そのときに水道蛇口

をひねる。万が一、そういうコロナ禍、感染している人がいれば、そこからクラスターが発生

するということになりますので、ぜひ水道に、水道蛇口の口に簡単に取り付ける安価なものも

あります。ＵＳＢを充電源として、１回充電すると６か月間使用できる、もしくは乾電池式

の、本当は蛇口の根元に、出口につける安易なものもあります。そういうものもあることを、

行政のほうから各町内会にお話をして、こういうのもつけるのもいかがかという提案というの

も今後必要なのかと思います。その辺を含めていかがでしょう。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 蛇口等の自動化というところ、今おっしゃいましたＵＳＢ等です

るものという、私はちょっと知識がなく、ちょっと議会が終わりましたら調べて、どんなもの

なのかから始まりますけれども、見てみたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 本当、ＵＳＢで、１回充電すると、使用頻度によっては機械というの

はやはり充電短くなりますけれども、本当に安価なものでしたら五、六千円程度で買えるもの
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もあります。乾電池式になるとちょっと１万円超えるというものもありますけれども、そうい

うものもいろいろとありますので、各町内会にそういうものもあるよという、助言ではないで

すけれども、まず行政の立場から、そういう指導ということでもないですけれども、助言をし

ていただいて、みんなで使う集会場でありますから、やはり町内会の方もその辺は重々気をつ

けてはいるとは思いますけれども、その点はまたよろしくお願いしたいと思います。

それでは、次の質問に移らさせていただきます。

昨年、６月の第２回の定例会のときにも、同様の地デジの、民放でやっている地デジの質問

をさせていただきました。課長答弁の中にも、行政情報やコロナウイルスの関連情報、また災

害時の情報提供など、活用している自治体もある。まさにそのとおりであります。確かに、ほ

かの情報発信の手段も複数あることや、費用対効果には疑問を感じている自治体もあるという

ことなのですけれども、基本的にその場、その場、その時期、その時期にあった情報を提供し

ていただく。これが市民も安心して取り入れることができるものかなと思います。

現在、テレビ画面の地デジ、市町村情報発信のアクセスをして、市より発信している情報を

知り得るもので、本当、昨年、課長答弁の中での契約料がかかってまいりますと、ここの部分

についても予算を伴うもので、検討しながら行ってきたいと考えておりますと。また、実施す

る場合には、予算等も含めて検討してまいりたいというふうに考えておりますという御答弁が

ありました。１年経過しまして、今年度も活用については、総合的な判断として見送ったとこ

ろでありますという御答弁もありましたけれども、結構お年寄りはテレビも見ますし、民放の

テレビ、そこの今、リモコン操作も、御高齢の方も淡々と事進むみたいなことあります。そう

いう面で、今回のコロナ情報、もしくはコロナの接種情報など、本当興味のある方がたくさん

御高齢者の中にいて、なぜそういうところで活用しないのという声も結構あるところでありま

す。もう一度、この地デジ対策に対して、市としては今後取り入れていくお考えはないか

ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 地デジ広報サービス、私も気にをして、地デジのやつを自分の家

のテレビでリモコン操作して、気にをして見たのですが、確かにいいものだと思うのですが、

私ども防災の観点からしますと、災害時の、例えば警報等の発令ですとか、避難所の開設等の

情報については、こちらの地デジ広報サービスに打ち込まなくても、Ｌアラートという道防災

でやっているシステムを介して、民放の放送局１社ではなく全局に災害等の情報が流れるよう

な仕組みがもう既にできておりますので、防災の観点からいうと、あえてこの放送局１社で

やっているようなものは要らないのかなというような考えでおります。

ただ、市の広報という、市の情報を流す方法というところになりますと、また違った活用の

仕方というのがございますので、そちらにつきましても、先ほど御答弁いたしましたけれど

も、広報業務の担当課が企画財政課でやっておりますので、そちらのほうで総合的に考えてい

ただいた結果を御答弁したところでございますので、こちらにつきましても恐らく引き続き活

用の仕方について検討していくようなことになるのではないのかというふうに考えておりま

す。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 確かに防災面でいくと、Ｊアラートとかいろいろな今、手段でデジタ

ル化が進んでおります。スマホまたはパソコン等々持っている方は、瞬時にそれを察知するこ

とはできます。ただ、そういうものを、機材を持っていない御高齢の方というのは、やはり目

で見るテレビ、そこからの情報を得るのが主としている方も多々いるということで、防災的な
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ものでなくて、課長答弁いたしました広報の面で、先ほど言ったとおり、今コロナの接種これ

だけ進んでますよとか、コロナの接種いついつから始まりますよとか、そういう、あと市の催

し物、そういうものを、あれも何日か期間をおいてずっとおいてあるので、そういうものをぜ

ひ市民周知の手段として、今後活用していただければなという思いでおります。今年に入って

からも、岩見沢市が３月に、また栗山町も５月に運用活用して、今回もコロナワクチンに関す

る接種等の情報とかを積極的にそこに流していく、そういう活用もされている時代でもありま

す。本当、歌志内市にとっても利便性はあると思います。また再度、ちょっとその辺、御答弁

頂ければと思います。

○議長（川野敏夫君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） 私のほうからは、一般的な広報の活動の一環ということで御

答弁したいと思いますけれども、議員からの御提案がございますとおり、地デジを活用した情

報提供というのは非常に有効なものも、メリットもあるのかというふうには認識しているとこ

ろであります。ただ、先ほど総務課長のほうからも御答弁申し上げたとおり、最終的には総合

的に判断いたしまして、今年度につきましては、費用対効果だとかの面から、予算化は見送っ

たところでございますが、高齢者の方や市民の方が利用しやすい、様々な情報発信の方法とい

うことにつきましては、これからも市民の皆さんの声や、私どもが取り扱っております広報モ

ニターの方々からも意見も聞きながら、迅速かつ的確な情報提供にこれからも努めていきたい

と思いますので、議員からの情報提供も含めまして様々な情報収集をこれからもしていきたい

なというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 企画財政課長の御答弁もありました。広報のモニターとかも聞いてい

るということで、本当、市民の方も強く望まれている方が多々いる現状、再度実施に向けての

検討を、また運用を開始頂けるように、高く希望しまして、お願いをして、次の質問に移らさ

せていただきたいと思います。

ネットワークについては、ちょっと後から再度やりたいと思いますので、件名２の交通手段

についてですけれども、各自治体も高齢による運転免許証の自主返納と過疎化によって、交通

手段の減少が進んでおります。どこの自治体も、交通弱者の足の確保を目指しておりますけれ

ども、特にコミュニティバスとかは、今一般的であります。昨年の９月の定例議会でも質問さ

せていただきました。そのときは、天塩町のライドシェアというものを言わさせていただきま

したけれども、今回は深川市とか東川町でやっているものをちょっと挙げさせていただきたい

と思います。

深川市と東川町、今、実証実験が行っているところでありますけれども、昨年の１１月３日

の新聞記事に掲載されていた東川町との取組方については、自治会自らが市から借り受けた公

用車を使って、車を運転しない高齢者を地域住民が送迎するシステムでございます。介護の必

要のない方、健常者ということになりますけれども、そういう方を対象として、１人片道１５

０円で自宅から役場や公共の施設まで等の送迎する。運用時間は、平日午前８時から５時まで

と。前日までに電話予約して、運転手は地元のボランティアが交代で務める、そういうシステ

ムです。

深川市においては、今年の４月の１５日付の新聞に載っていたものですけれども、地区限定

の住民でつくる有志組織、移動ボランティア、これが昨年１０月から、こちらも実証実験です

が始まっております。自家用車で助け合いながら、地域で生活を続けている環境をつくろうと

の思いから始まったということで、料金は、ガソリン代が個人負担となります。これはどのシ
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ステムも同じですけれども、北海道運輸局の旭川運輸支局によると、有償で人を運ぶには道路

交通法、運送法の許可が必要ですけれども、ガソリン代などの実費のみの場合は不要で、担当

者は、公共交通が十分でない地域では、こうした取組がこれからも広がるだろうとのコメント

も載っておりました。

先ほど課長の答弁の中にもありましたとおり、基本的に、今中央バスが走っている現状を見

て、そういうところのものもありますし、だからちょっとできないということもあります。そ

の辺はるる分かりますけれども、文珠市街の交差、チロルの湯横の交差点、あそこからの去年

まで走っていた焼山線、あそこは今、空白地域になっています。短い距離ですけれども、そう

いうところで、市としても、これからこういうシステムの導入実験、実証実験、今後試みる可

能性はあるのかなと思います。その点につきまして、市長はどのように考えているか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 今、能登議員がお話しいたしました東川町、ニセコ町、いろいろ深川

市も実証実験をされているということで、新聞で拝見したことがあります。

歌志内市の場合、現在は中央バス、今年の４月１日からは２便減ということで運行している

状況でございますが、やはり、今能登議員がおっしゃいました高齢化率が高い本市において

は、そういった利便性のあるデマンド、あるいは支え合い、そういう交通手段も必要かなと

思っております。

しかしながら、この縦貫、道道の歌志内市を縦貫するこの路線については中央バスが運営し

ておりまして、その沿線に集落があるという歌志内の現状から見ると、さほど幹線までは遠い

距離ではないかなと。しかしながら、高齢の方が非常に多いということもございまして、この

件に関しては、中央バスの減便を中央バスから依頼されたときから、これ、デマンドも含めて

検討といいますか、内部でどういうことがいいのかということで協議・研究はしているところ

でございます。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 今、市長答弁ありました。基本的に、道道で言えば中央バスが走って

いるし、そんなに遠く離れているわけでもないので、中央バス停とかから遠く離れてないとい

うことですけれども、本当、市長がおっしゃるとおり歌志内市、高齢化の中で、今後中央バス

も民間の事業でありますから、いつ、またさらに来年度減便、何年後かには、ちょっと歌志内

市、申し訳ないのですけれども廃止という、これは可能性にしてもあるとのことだと思いま

す。そういうときを考えたときに、そのときになってからあたふたするよりは、今からそうい

うものを、市長答弁にありましたように進めていっていただいて、そのときにはすぐ運用活用

できるような実態体系を整えていただければなと思います。

今月の１３日の記事にも、こういうことがありました。これは宗谷地方の、宗谷管内の豊富

町のお話ですけれども、ＪＲ豊富駅と稚咲内地区、１４キロほどの距離なのですけれども、こ

こは沿岸バスというバスが、民間の公共のバスが走ってます。サロベツ線と言われます。これ

は、今年３月３１日に廃止されたのです。そして、町としては、タクシー代金の助成をしたと

いう記事が１面から２面にかけて掲載されていたところであります。そのときの豊富町の町長

のお話の中に、行政としても、交通弱者に何の手当てもしないということはならないと強調さ

れております。

歌志内市も、７５歳以上の方には、歌志内市高齢者外出支援、交通機関利用助成事業、タク

シー代６,０００円の補助事業がありますけれども、７５歳未満の方は、今のところ対象外で
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す。人口減少、また札幌一極集中で、我が市も衰退が進む地域の中で、足を守るために誰がど

のくらい負担すればいいのか、また、あって当たり前だった公共交通は遠い昔の話になりつつ

ある。昨今、市としては、本当、市民の交通手段、特に交通弱者と呼ばれる方々の足を確保す

るためには、ぜひこういうシステム、どういう形になるのか分かりませんけれども、こういう

システムの構築、早急に進めていっていただきたいと思いますが、その辺再度ちょっと御答弁

頂ければと思います。

○議長（川野敏夫君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 先ほど、企画課長からも答弁ございましたが、外出支援、タクシーと

いうことでございますが、今年から６,０００円の中には中央バス、いわゆるバス券も選択で

きるようにということで進めております。お一人の方が、高齢の方がどの程度外出するかとい

うことも含めながら、相対的に６,０００円では足りるのかということになりますが、６,００

０円では足りないのかなとは思っております。また、コミュニティバス、デマンドバス、支え

合いの交通というのが、今現在導入ということになると、タクシー会社もございますので、そ

ういったところへの影響といいますか、そういうことも考えられるものですから、総合的にど

ういう形がいいのかということで、外出支援も含めて総合的に検討していきたいと思っており

ます。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） ぜひその辺を御検討していただきたいと思います。

現状、歌志内市も、今タクシーも４時頃になるともう使えない、地元のタクシー、赤平市の

ほうから来ますけれども、なかなか電話してもすぐには対応してくれないというのが現状であ

ります。基本的に、本当はタクシー、中央バスありますけれども、その空白時間を利用して、

こういう実証実験等々を今後進めていっていただきたいと思いますので、その辺また切に希望

して、お願いしたいと思います。本当、市民にとって、交通弱者と呼ばれる方に対して、市と

してもよい答えが出せるように努力をしていただいて、よかったね、歌志内住んでいてよかっ

たねと思われるようなまちづくりを、また行政が進めていっていただければ、本当にありがた

いことだと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、次の質問の件名３の空き家対策についてですけれども、空き家となっている軒数

は現在２６２軒で、調査的には建設課の担当者によって遠方目視を含めての現地確認を行って

いますという答弁でありました。高齢化社会、人口減少時代を迎えている昨今、居住者や管理

者が分からないという、放置されている空き家の増加が、本当に全国的に問題視されておりま

す。市としては、空き家の軒数２６２軒ではありますが、このうち所有者不明の空き家という

のは何軒ぐらいあるか、建設課のほうで押さえているかどうか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 特定した、昨日予算を要求させていただいたところにおいては追跡

調査をしておりますけれども、全世帯に対しての追跡調査は膨大な時間を要しておりまして、

まだ特定するには至っておりません。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 時間がなかったということで、所有者不明の空き家というのはちょっ

と何軒か押さえてないということで、そういう空き家が今後また歌志内にとっては重要課題に

なってくるのかなと思います。所有者が分かっているところは、行政のほうから行って、いろ

いろなお話をできるのかと思いますけれども、所有者がつかめないとなると、今国でも大変苦
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労しているところであります。

そのうちの２６２軒の中で、空き家の軒数の中で、目で目視して、本当、老朽化している家

屋というのは何軒くらいあるとか、ちょっと分かりますか。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 具体的な軒数においては、調査したところ特定空き家になるであろ

う建物については、５４軒程度ということでの押さえ方をしておりますが、これが全て、すぐ

に老朽家屋、おっしゃられている老朽家屋という判断に至るかどうかという基準があっての判

断ではございませんので、具体を言いますと、繰り返しになりますけれども、昨日予算取らさ

せていただきました、本当にもう倒壊寸前で家屋が一部飛散するということでの家屋において

は５軒押さえてまして、これらについて速やかに対応したいということで、昨日予算要求で御

承認頂いたところでございます。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） 老朽家屋と目視されそうなのが、はっきり言って５４軒近く。そのう

ち５軒が、今、飛散ネットとかでそういう対処する対象となっているということですけれど

も、今回の雪の影響で、本町１軒、歌神１軒、神威１軒の一部倒壊がありました。今、飛散防

止ネット等で飛散しないように覆われていますが、３軒とも道道、もしくは市道沿いの家屋で

した、今回は。その倒壊した家屋が、万が一走っている車のほうにぶつかったり、人が巻き込

まれるような事態が生じたら、これは大変なことでもあります。

今年は全倒壊までは至らなかったのですけれども、所有者が不明、もしくは管理できない放

置状態の空き家とか、屋根の上に雪がたくさん積もっていて倒壊のおそれがある、春先になる

と、それが一気に屋根からの落雪によって、そういう事故を誘発しそうな家、こういうのがそ

れ以上にあるのかなと思います。

本当、今回の補正予算の中にも空き家対策として課長答弁ありました飛散防止ネット等々の

購入代金が盛り込まれておりましたけれども、老朽家屋ではなくて、所有者が分からず、そう

いう道道沿いもしくはそういう危険な箇所に立っている建物については、市ととしては、先ほ

ど課長も答弁しましたけれども、今後どのようにさらに対処していかれようとしているのか、

ちょっとお聞ききたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） おっしゃるのが、恐らく所有者が特定してない解体執行の関係に触

れるところではないかなと思います。当然、危険な状態は、災害基本法に基づきましてその危

険を回避しなければならないと。車のやはり近いところ、歩道の近いところ、若干離れている

ところは、御存じのとおり市内全域で、これはもう全国的にも、残念ながら朽ち果てているよ

うな住宅も多々ございます。しかし、危険と思われる判断のところにおいては、今回も予算、

繰り返しになりますけれども、予算要求させていただきまして、御承認頂きましたとおり、

ネット等で、まずは応急の対策を取ると。それで、どうしても私権が伴います所有者が特定し

てない以上、本来は触ってはいけないという考え方も一部ございますけれども、危険回避のた

め必要最小限、過度なことまではできないということもございますので、必要最小限で、今

ネット対策で飛散防止をまずし、そして特定する調査、追跡調査をさせていただきまして、特

定次第、その方に通知、覚知をさせて、対応をお願いするという取組をしているところでござ

います。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） そういう飛散ネットで今後対処していかれるというお話でありました
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けれども、もう本当、うちの町内会にも１軒、道道沿いで、所有者はある程度判明はしており

ますけれども、毎年雪が多くて、その近辺に家のある方は、本当に苦慮されていることもあり

ます。そういうところも、市として、行政として、何らかの相談、手助けをしていっていただ

きたいと思います。

この空き家対策につきましては、国もいろいろと法整備が進んでいて、昔ほどきつい法整備

から柔らかくだんだんなりつつあるところではございますけれども、放置された空き家で景観

を乱す、衛生上の問題がある家、倒壊などの危険がある家ですけれども、ある程度の条件に当

てはまると、市では特定空き家に指定することができますね。歌志内市も、過去に１軒ほどそ

ういうことがあったという記憶があります。そういう空き家を放置すると、法的にも税金が、

固定資産税が３倍から６倍にもなってくるということもお聞きしたことがあります。

その中で、所有者が分からない、そういう空き家が本当に困ったというか、どこの自治体も

苦慮しているところであります。現在、歌志内市は、いろいろなことに対して、空き家の登録

バンク等から、倒壊に対する補助的なものをいろいろ市ではやっていただいておりますけれど

も、まだまだそういうところで対処されてない家が放置されている現状を踏まえても、こちら

から、市の行政のほうからまた出向いて、そういう方に対してはどういうことができるのか、

どういうことをしたいのかというのを御相談に伺いながら、そういう倒壊のおそれのある家屋

につきましては、こういう助成を使って壊したらどうですかみたいな助言的なものを言ってい

ただいてもいいのかなと思います。個人財産でもありますから、個人的な経済面の理由もあり

ます。なかなか踏み切った行動は取れないとは思いますけれども、また時間もかかるのは十分

承知はしておりますけれども、市としても、今後も何らかの行動を起こしていなければという

思いがあります。その点について、またちょっと、課長、答弁頂ければ。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 今年度におきましては、写真を撮り、所有者特定している方におい

ては、その写真付で、こことここが特に危険な状況だと、分かりやすく具体的に項目立てて通

知、覚知をしているところでございます。その結果、何件かはそれに基づきまして補修、修繕

をして頂いているケースも出てきました。ただ、確定はして住所に送るのですけれども、連絡

が頂けないという方も実は何件がございまして、これらの対応について、ほかの近隣の自治体

も同じ悩みを持ってるのですけれども、対応ができないということでございまして、残念なが

ら繰り返しなりますけれども、昨日予算要求させていただいたネット、危険防止という必要最

小限のところを市のほうで対応させていただくということでございますので、時間は当然かか

ると思いますし、近隣の関係でしたら直接赴いてお話することも可能ですし、それを対応して

いるケースもございます。ただ、道外とかということになってくると、なかなか難しい対応を

強いられるところになりますので、それらは地道に、丁寧に、何とか御協力頂けるような形、

お手紙も含めて対応を検討していきたいかなと思っているとこでございます。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） ありがとうございます。空き家に対しては、事が起きてからではなく

て、起きる前に対処できるものを行動を起こす、これは当たり前のことだと思います。そこに

市民の方々への安心も担保ができるのかなと思います。また、先ほど言いましたように、歌志

内に住んでいてよかった、こういう美観のきれいなところに住んでいてよかったと、そういう

まちづくりを、またさらに推し進めていっていただけたらと思います。

次の、さきの衛星ネットワークの推進のほうですけれども、今現在は第２世代ということ

で、これが令和７年までで切れて、令和７年過ぎると第３世代と言われる、先ほど課長答弁
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あった高画質映像の送受信や通信障害に強い第３世代、システムに切り替わる予定となってお

ります。これも、道が率先して、市町村に声かけをして移行を促すものであります。そういう

ものなので、基本的には道からそういうお話があったときにすぐ移行できるような準備、それ

もぜひ必要なのかなと思います。

先月、大臣、こんなことをおっしゃっておられました。緊急防災・減災事業費についても、

本当に地方からのニーズが高く、まだまだ延長して地域づくりのため、安心・安全な国土づく

りのため生かしていかななくてはならないとの思いで、５年間延長しましたということです。

その中には、地上圏のバックアップとして防災情報の伝達に欠かせない地域通信ネットワー

ク、これは第３世代にこれからなっていきますけれども、その制度に引き続いて対処しており

ますということで、衛星通信ネットワーク、大規模災害により地上圏の通信網が途絶えた場合

において、都道府県と市町村を結ぶ都道府県防災行政無線、衛星系の機能を果たしており、結

構こういうものにも寄与しているということで、当市においても、時期が来たら北海道との速

やかな連携を密に移行、これはもうお願いして、切にお願いします。また、今後もデジタル化

が進む中、市民の周知方法の手段の一つに、やはり当市の防災行政の無線化、これも必要でな

いかと思いますけれども、その点についてはいかがでしょう。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 防災の無線化というお話でございますが、いろいろ検討はしてい

るのですけれども、基地局をどこに置くだとか、果たしてどこがいいだとかいう問題があった

り、果たしてそれだけ防災のデジタル化の無線をつけただけで、全ての住民にどんなときでも

伝わるというものでもやはりございませんので、基本的には、防災に関する周知というのは、

いろいろな手段を組み合わせていくことが大切ではないのかというふうには考えておりますの

で、この件につきましても、特段、前回御答弁以降、進展はないところでございます。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さん。

○１番（能登直樹君） デジタル庁も今年の９月に開庁予定でありますので、だんだんだんだ

ん世論はデジタル化に向かって進んでおります。そういうものも、今後当市も検討の課題の一

つの中に入れていただいて、そういう市民周知の手段の一つとして無線化も必要でないかなと

思います。いろいろ歌志内市についても、これから大変な課題とかいろいろやることが多々あ

るのかなと思います。

最後に、現在、本当、市ではあらゆる面で厳しい状況下ではありますけれども、特に今はコ

ロナ禍対策で、市としても行政、全力で取り組んでいただいていることには感謝を申し上げる

ところでございますけれども、まず市民が安心して暮らしていける住みよいまちづくりを、今

後も行政の立場から、ぜひ市民の方にそういうまちづくりをしていただけることが望ましいと

思いますので、そういうまちづくりを行政一体となって歌志内市民のために鋭意努力していた

だきたいと思います。

以上、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

○議長（川野敏夫君） 能登直樹さんの質問を打ち切ります。

ここで、１０分間休憩をいたします。

午前１０時５８分 休憩

────────────────

午前１１時０６分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

一般質問を続けます。
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質問順序２、議席番号６番、本田加津子さん。

一つ、防災対策について。

以上、１件について。

本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 通告に従いまして質問いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

１、防災対策について。

気象庁より、今年の夏の天気傾向について、今年も暑い夏になりそうであり、梅雨前線の活

動が活発になりやすく、降水量が多くなるであろうとの発表がありました。

地球温暖化の影響により、大気全体の温度が高くなっており、数年続いている梅雨の時期の

豪雨に今年も警戒が必要ではないかと考えます。

歌志内市では、様々な防災対策を実施しており、市民が安全・安心に暮らせる環境づくりが

整備されておりますが、市民一人一人が、ハザードマップに目を通し、非常持ち出し袋などを

準備して、自然災害から身を守る行動を取らなければならないと考えていると思います。

そこで、防災対策についてお伺いいたします。

①今年度の市政執行方針の中で、食料や感染症対策用マスクなどの防災備蓄品については、

計画的に更新・整備を行うとの記述がありました。

歌志内市防災備蓄計画に記載されている備蓄品目について、食料など、生活用品など、その

他で分類されており、資料１に行政備蓄の状況及び備蓄計画数の表記がありますが、新たに追

加した備蓄品目などはあるのかお伺いいたします。

②備蓄場所内訳を見ますと、歌志内小学校にも多くの備畜品がありましたが、避難所として

廃止後は備畜品をどのように管理しているのかお伺いいたします。

③多くの自治体では、企業・団体などと災害時の応急活動や平時における防災のまちづくり

への協力を約束して、協定書を締結しておりますが、歌志内市の状況についてお伺いいたしま

す。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 私からは、件名１、防災対策について御答弁申し上げます。

初めに、①新たに追加した備蓄品目などについてでございますが、行政備蓄に対する考え方

や備蓄品目、数量等につきましては、防災備蓄計画に記載されているところでございますが、

昨年度は、新型コロナウイルス感染症に対応するための消毒用アルコールやマスク、プライバ

シーや体調不良者に配慮するためのテントなどを追加したところであり、今年度は食料の品目

を増やすため、長期保存可能なカップ麺の備蓄を予定しています。

次に、②歌志内小学校廃止後の備蓄品管理についてでございますが、旧歌志内小学校に保管

している備蓄品については、専用教室に保管され、保管環境も良好であるため、現在もそのま

まにしておりますが、玄関部分を閉鎖する前に、市役所を中心にほかの保管場所にも分散して

保管する予定としております。

次に、③協定書の締結状況についてでございますが、災害時における物資等の提供、調達や

相互協力などについて、北海道や近隣市町、関係団体など１５か所と協定を締結しておりま

す。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。
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○６番（本田加津子君） ありがとうございました。

それでは、何点か再質問のほうに入らせていただきます。

これは、今伺いました旧歌志内小学校、こちらの備蓄品について今お聞きしました。歌志内

市防災備蓄計画の中で、備蓄場所について、備蓄場所というか、記載があります。備蓄物資

は、数量、保管場所の規模などの状況に加え、保管場所が被災する可能性などを考慮し、災害

時に応急対応の中心となる以下の施設で分散して保管することを基本とするとあり、歌志内市

役所、歌志内消防本部、あと文教施設、コミュニティセンターですとか小中学校などの中核と

なる避難施設というふうにの記載があります。例えばこれ、避難を有するような災害が発生し

たときに、市内の各所で避難所が開設されると思うのですが、文珠エリアで避難所が開設され

た場合に、そこにはどこの備蓄品を届けるのか。何か変な言い方ですけれども、歌志内中学校

に、今歌志内学園になりましたけれども、そちらにある備蓄品を届けるのか、また本町、上

歌、歌神、こちらのほうで避難所が開設されたときに備蓄品が必要な場合は、市役所から届け

るのか。そういった何か決まり事というのはあるのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） この計画をつくるときに、市内、東西に長いものですから、ここ

ら辺は市役所、歌志内小学校、旧歌志内小学校を中心に置いておくと。文珠地区については中

学校にいたしましょうということで考えてございました。そのほか、市内の至るところで避難

所が開設された場合は、市役所に一番多く保管しておりますので、そちらのほうから物資を調

達して持っていくというような考えでおります。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 分かりました。例えば、神威地区美山町エリア、ここは歌志内中学

校なのか市役所なのか、距離的にちょうど中間かなと思うのですけれども、それはその都度、

その状況に合わせて判断するというお考えなのしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） おっしゃるとおり、臨機応変にというところで、備蓄の品目とい

うのは、保管状況というのはこの一覧でございますので、何が足りないというような要請等が

入った場合、そのときにいる、近くにいるスタッフだとか、そういうような方が手配できる、

空いてるものから順次運び出すというふうなことになります。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 確かにそうですね。どちらの物資を使うかというのは、避難してく

る方の人数ですとか、あと災害の状況によっていろいろ変わってくるので、その状況で判断さ

れるのかなと思うのですけれども、これを見てますと、歌志内の中間エリア、そちらのほうに

も備蓄場所というのを作ってはいいのではないかなと思うのですけれども。例えば歌志内消防

団第２分団の詰所、これは保管場所としてはいかがなのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 第２分団の詰所ができたときに、そちらのほうも検討したみたい

ですが、何分、きちんとした幅広い場所の１室というのもなかなかなかったり、置けても限度

があるというところで、とりあえずは、今ここに書いてある所を中心に持っていけばというこ

とで考えていたところでございます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 今、答弁聞きました。きちんとした場所さえ確保できれば置けるの

かなというようなお気持ちもあるのかなというふうに理解したのですけれども、たしか数年前
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に道路が冠水して、車両などが一部通行止めになったということもあったのです。災害という

のは、いつ、どこで、どのような状況で発生してくるかというのが全く分からないので、住ん

でいる場所によって避難所などへの対応に違いがあってはいけないのかなというふうに思いま

す。例えば、Ａ地域の方は道路が冠水して、本当は今すぐに飲み物が欲しい、赤ちゃんの紙お

むつが欲しいのに、車が通れないからなかなか届かないと。逆にＢ地区の人は、幸い備蓄して

いる場所が近くにあったので、そういったものはすぐ届くと、そういう備蓄物資を運ぶのにタ

イムロスというのですか、そういうものが起きてはいけないのかなと思うのでぜひ神威の消防

団の詰所、ちょっと横に川があって怖いのかなと思うのですけれども、いろいろ考えれば、上

の高いところに何かを作って保管するとかできると思うので、それも考えていただきたいと思

うのですけれども、その辺また答弁お願いします。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 議員おっしゃるとおり、複数のところに分散して、なお神威地区

にもというようなことでございましたので、現実にその場所がどの程度のものがあるのかない

のかも含めたところから、調査はしていきたいと思っております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 先ほど聞きました旧歌志内小学校、こちらのほうにあったものを、

今はそのまま置いてあるのだと。あと玄関を閉鎖する前に市役所を中心にほかの保管場所にと

いうことなので、市役所を中心にということは、市役所、コミュニティセンター、消防本部、

そういったところを考え、市役所がメインになるのかなと思うので、その辺はいかが、どうな

のでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） もちろん市役所を中心に、市役所に比較的まだ置ける場所がス

ペース的にあるものですから、そちらを中心にというところと、災害対策本部がここに出来上

がるものですから、ここから動くのが一番動きやすいだろうという考えで、ここを中心に置く

と。あと、義務教育学校ですとかコミュニティセンター、スペースの問題ももちろんございま

すので、どの程度置けるかによっては、分散の程度も変わってくるのではないのかというとこ

ろで、今考えているところです。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 理解いたしました。どのエリアに住んでいても、確実に、またなお

かつ迅速にそういったものの対応をしてもらえるような仕組みというのですか、これが必要か

なと思っています。

今、中間の神威の辺も、もし検討してみてという答弁頂きましたので、そこだけではなく

て、ほかにもいろいろ何かできるような施設というのがあるのかなと思うので、そういった場

所もやはり災害が起きる前に備えておくという観点で、ここがあるとか、今で言うと社会福祉

協議会の事務所とか倉庫とかもありますよね。そういったものもいろいろあると思うので、

次々ピックアップして、１か所だけではなくて２か所でも３か所でも、そういったものを細か

く集めれる、保管できるような仕組みというのをつくっていただきたいと思うのですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 議員今おっしゃいました社会福祉協議会の事務局、こちらのほう

は選定の候補にはなろうかと思いますが、ただ、やはり保管場所の状況、例えば紙おむつです

とか、湿気にとても弱いものがあったりとか、食料等もございます。ただ倉庫に入れておけば
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いいということでもございませんので、保管する状況にもよりますので、その辺も合わせて考

えていきたいというふうに思っております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ぜひ、どこに住んでいても、どこに避難しても、例えば避難しない

で家にずっといる方もいらっしゃると思うので、いろいろな人にきめ細かな支援が届くよう

な、そういった仕組みというのを早急に講じていただきたいなというふうに思います。

先ほど、①でお聞きした備蓄品、今年新たに追加したということで、マスクですとか消毒用

のアルコール、こんなものを追加したということなのですけれども、これは、今ホームページ

に載っている歌志内市防災備蓄計画、これは令和元年８月付のものなので、これも近々更新と

いうか、数の変更というのはあるのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 少々、ホームページに掲載されているのが古かった、申し訳ない

というふうに思っております。現在、令和２年の１２月現在のやつが、今私どもの手元にござ

いますので、その後、本年度で買うものを更新等も含めて、また順次更新した際には、ホーム

ページのほうに掲載していきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 分かりました。これ、ちょっと見方がよく分からない、何かちょっ

と難しかったのですけれども、平成３０年にこれだけ買って、令和元年にこれだけ買って、令

和２年はこれだけ買う予定ですよと。そして、今市内にある備蓄の数がこれだけですよという

ことは、この平成３０年と令和元年以外のものは、既にもう備蓄されていたものという数のカ

ウントなのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 掲載されているものは、その年度に購入するものというところで

掲載されて、欄を設けて掲載しておりますので、それを足し込んだものが最終的な備蓄量とい

うところになります。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 分かりました。平成３０年度以降、やはり新しいものが補充されて

いないというか、すごい更新されてないものもあるのですけれども、そんなに傷むもの、賞味

期限のないもの、日用雑貨、おむつだとかそういったものは、そんな消費期限というのがない

ですから、いつまでも置いておけると思うのですけれども、これ、生理用品、紙おむつ、一番

古くて何年ぐらい前に買ったものがあるか分かりますか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 申し訳ございません。そこら辺の消費期限までは今手元に資料は

持ち合わせはないのですが、私の記憶しているところでは、平成２５年ぐらいに購入したよう

な記憶が、私のときにございますので、七、八年はたっているのかなというふうに思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 分かりました。こういう紙製品は、湿気だとかそういった対応をし

てれば使えると思うのですけれども、やはり１０年前のものとなると性能も余り今と比べてよ

ろしくないのかなというので、こういった生理用品だとか、例えば学校に寄附をして、急にそ

ういったことになったときの子供たちのため使ってもらうとか、そういったこともできるかな

と思うので、やはり最新のものを備えてくれと言いませんが、少しでも機能のいい、使うほう

も快適に使えるようなものを備蓄していただきたいなと思うので、その辺はいかがでしょう
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か。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 生理用品、紙おむつ等、明確な更新期限、購入期限等は台帳のほ

うには記載されてはおりませんので、この辺も、幾ら保管状況がよくてもというところ、もっ

ともだというふうに考えておりますので、その辺も随時検討して、例えば一定程度の更新の期

限を設けて、それに合わせてローリングストックというのでしょうか、順次年数がたてば切り

替えていくようなことはしていきたいとふうに考えます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ぜひそのように、やはり１０年たつと着るものも変わってくるよう

に、仕様もいろいろ変わってきますので、ちょっといろいろな手間があるとは思うのですけれ

ども、やはり市民が使うということは、イコール私たちも、課長たちも使う状況が発生すると

思うので、自分が使う身になっていろいろ考えていただきたいなというふうに思います。

あと、先ほど、今年度カップ麺、こちらの備蓄を考えているということなのですが、数的に

は、これは賞味期限がありますので、余り大量に買って、フードロスにならないような考えが

あると思うのですけれども、どのぐらいまず備蓄しようというお考えでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） カップ麺につきましては、現在までも若干の量は備蓄していたの

ですが、賞味期限が半年程度と短かったものですから、かなり入替え、入替えがあってロスが

あるなというふうに感じてたところ、３年保存という缶に入っているのがあるということが分

かりましたので、取りあえずそれを１００缶、２食入りのものを２００食分購入してみようと

いうところで今計画しております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） 分かりました。やはり何かあったときに避難してるので一番心細い

のはお腹が空いたことなのかなという気もしますので、乾パンとかもいいですけれども、やは

り高齢の方はちょっと歯が悪いので、固いものは食べられないわという方もいると思うので、

こういった気軽に食べれるものを少しでも備蓄していただくということは、どんどんやってい

ただきたいなというふうに思います。

次、③の協定書の締結について、先ほどお伺いしました関係、北海道や近隣市町、関係団体

など１５か所と協定を締結しておりますという答弁を頂きました。歌志内市地域防災計画の第

４章、防災予防計画の第３節、物資及び防災資機材の整備、確保に関する計画の第１、食糧そ

の他の物資の確保について、市はあらかじめ食料関係機関及び保有業者と食料調達に関する協

定を締結するなど、食料、飲料水、燃料及び毛布など、生活必需品などの備蓄、調達体制を整

備し、災害時における食料、その他の物資の確保に努めるというふうに記載がされています。

先ほど伺いましたこちらの備蓄物資でほぼカバーできているのかなと思うのですけれども、近

隣の市町では、近年、町にあるスーパーですとかホームセンター、コンビニエンスストアなど

と災害時の生活物資供給協定、こういったものを結んでいるという報道をよく見ます。これ、

私、一覧表、防災計画の中に入ってますので拝見しました。歌志内市のそのような内容の協定

の締結がないようなふうに思ったのですけれども、その辺はどうでしょう。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 確かに、今おっしゃいましたホームセンター等、スーパーについ

ては、協定は締結してはございません。恐らくそれは、締結する側の企業のほうの所在してい

る市町村と締結されるのが多いものですから、私どものほうにもなかなか声がかからなかった
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りとかというのがあろうかと思います。ただ、この中で、中空知広域市町村圏５市５町の中で

連携協定というものをそれぞれ締結しておりますので、その中では、お互いに災害時にはいろ

いろと連携し合っていきましょうというところではございますので、困り事についてはそれぞ

れよその町で備蓄している品物だとかが融通しあったりとかということもしておりますので、

確かに民間の企業と協定を結んでいくことは、とても心強いことだとは思っておりますけれど

も、最低限のところは、まずはそれでクリアしているのかなというところでも思ってはおりま

す。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） おっしゃっていることはいろいろよく理解しています。ただ、ほか

の町にある備蓄を、ほかの町も災害を受けているのに、ではこれだけ歌志内市にってすんなり

くれる状況がすぐ整えばいいなというふうに思うこともあるのです。やはり、これだけ備蓄に

関しても、いろいろと考えられていろいろと備蓄をされているのは十分分かります。ただ、歌

志内市には、コンビニエンスストア２店舗営業していますよね。そういった観点から、セー

コーマートなのですけれども、セーコーマートは災害時にいち早くこういったことをしている

という実績もあるのは報道等で御存じだと思うのですけれども、これは、やはり企業から歩み

寄ってくる、行政から、そういうルールというのは明確化されていないのでしょうか。どうな

のでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 特段決め事はないものだとは思っておりますが、よくありますの

がＣＳＲ、企業の社会貢献の活動の一環として、そこの自治体だとかに協定をという話が多く

あるというところは聞いております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ぜひ、特に決まりごとはないということで、日々忙しくて、備蓄も

十分あるから、その辺はカバーできるだろうというお考えも分かりますが、こういったことを

取り組むことで、セーコーマート自身、２０１８年の北海道胆振東部地震の際もいち早く被災

している皆さんにパンとか飲料水、お菓子なんかの提供というの行っている実績もあるので

す。やはりそういった大きいスーパーですとかコンビニあたりは、自分のところで倉庫を持っ

ていて、いろいろなものをすごい数備蓄しているし、配送のルートもきちんとしたものを確立

してますので、こういったところと提携することによって、安心・安全、こういった暮らしと

いうか、防災に対して、こういうことが何かあったときにも、皆さんの、市民のお役に立てる

のかなというふうに思うのですけれども、これはどうでしょう。セーコーマートだけではなく

て、ほかにも近隣の食料関係や保有業者、こういった方々ともこういった食料調達、こういう

ものの協定というのを結んではいいのかなと思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 現在まで特段企業側のほうから動きがなかったところでもござい

ますが、議員おっしゃるとおり、安心のためにもというところでございます。ちょっと情報を

集めたり、調査をしていきたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ぜひ、やはりいろいろなものを備えておくことは絶対、いや、こん

なの、あれ、こんなのありましたっけみたいな感じにはならないと思うのです。歌志内市の協

定見ますと、ドローンを飛ばして山奥から捜索してくれるとか、よその町にないような協定を

結んでいるところもあるので、やはりその点は考え方、山の多い町だということもあると思う



─ 50 ─

のですけれども、それちょっと特殊な取組というのもされてるので、やはり近隣がやっていて

も、スーパー、コンビニからそういう要請が来ないので、取り組まないというか、取り組む

きっかけがなかなか見つけられないというのではなくて、ぜひこれだけの町で高齢者も多いの

で、やはり今の歌志内にとってスーパーですとか商店街というのがないので、市民にとってセ

イコーマートというのはとても身近な店になってると思うのです。そういった店が提供する食

べ慣れたパンだとか牛乳というのが、もし災害にあったときに手元にあると、気持ち的に

ちょっとほっとするのかなといった感じもするので、セーコーマートだけではなくて、歌志内

市のほかの食料品店もございますので、そういうところとも積極的に食料を調達の協定、これ

を結んでいただきたいと思うのですが、今年度中に何か動きはできそうでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 繰り返しになりますけれども、まずは情報を集めて、調べて、動

けるようなところから動いていきたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ぜひ、まず情報を集めて、いろいろ精査してというお気持ち分かり

ます。ただ、防災対策というのは、やはり行政にとって市民の生命や財産を守る、とても重要

な業務の一つであるのかなというふうに思います。日々、今コロナとかの対応でいろいろなこ

とが重なっているので、大変なのは重々承知していますが、これから９月に向かって台風の

シーズンとかも来ますので、特に歌志内は雪が多いので、雪害というのもとても心配になって

きますから、早めに情報収集して、早めに協議して、早めに協定を結んでいただきたいなとい

うふうに思います。

やはり、先ほどの物資の保管場所についてもそうなのですけれども、市民一人一人が安心し

て安全に暮し続けることができるまちづくり、こういったものを推進していただきたいなとい

うふうに思いますので、防災のほうについては、いち早く取り組んでいただきたいなというふ

うに思います。

それでは、これで終わります。ありがとうございました。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さんの質問を打ち切ります。

質問順序３、議席番号７番、女鹿聡さん。

一つ、新型コロナウイルス感染拡大防止対策について。

一つ、人口減少対策について。

一つ、高齢者補聴器購入助成について。

以上、３件について。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） ３件について質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず１件目、新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてでございます。

新型コロナウイルスが全国的に爆発し、北海道にも緊急事態宣言が６月２０日まで延長され

るなど、いまだに収束の兆しが見えない状況が続いています。

札幌市や同じ空知管内の市町を見ると、多くのクラスター感染が発生しており、医療機関や

高齢者施設、障害者施設にとどまらず、保育園や小学校、中学校、高等学校、感染者を隔離す

るための宿泊療養施設にまでクラスター感染が広がっています。

さらに、より重症化リスクの高いインド型の変異種の感染が広がってきており、市民の感染

に対する不安が増幅していると思われます。そこで伺います。

①当市では７月末までに大多数の高齢者に対するワクチン接種が終了予定となっており、そ
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の後、６５歳未満の方々に接種予定と聞いていますが、希望する市民全体にワクチン接種が行

き届くのはいつになるのか予定を伺います。

②４月から歌志内学園が開校し、同じ場所に子供たちが通う状況になりました。もし校内で

感染者が出た場合、どのような対応を考えているのか伺います。

２件目、人口減少対策について。

当市においては、人口減少に歯止めがかからず、令和３年５月現在で２,９８６人となって

おり、１０年間で年間平均約１４０人の減少となっています。

様々なソフト面での施策を打ち出している中で、人口減少は行政運営にも大きな打撃となっ

ています。そこで伺います。

人口減少で当市にとって最も大事なことは、家族での転入と転出だと思いますが、雇用の場

の確保や企業誘致、居住環境の整備が早急に求められると思うが、現在の行政の考えと対応を

伺います。

３件目、高齢者補聴器購入助成について。

私は令和元年６月、高齢者に対する認知症防止の観点から、難聴者への補聴器助成について

一般質問しました。

その後、全国的に見ても、多くの自治体で補聴器の助成を行うところが増え、高齢難聴者か

ら喜びの声が上がっている事例があります。そこで伺います。

私の一般質問後、市内の補聴器使用実態は把握されたのか、また補聴器購入に関する相談な

どはあったか伺います。

以上、３件であります。お願いいたします。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） 私のほうからは、件名１の新型コロナウイルス感染拡大防止対

策についての①と件名３、高齢者補聴器購入助成について御答弁を申し上げたいと思います。

まず件名１の①、希望する市民全体にワクチン接種が行き届く時期についてでございますけ

れども、６５歳未満の接種につきましては、歌志内市立病院での個別接種のほかに、７月から

８月の土日祝日にコミュニティセンターでの集団接種を実施し、８月末までに終了する予定で

計画をしております。

次に件名の３の高齢者補聴器購入助成についての市内での補聴器使用実態の把握とこの購入

に関する相談についてでございますが、補聴器の使用実態につきましては、これまでアンケー

ト調査などを実施していないため、全市的な把握には至っておりません。また、購入に関する

相談は、今のところ受けておりません。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 佐渡教育次長。

○教育次長（佐渡憲博君） 私から、件名１の新型コロナウイルス感染拡大防止対策の②、も

し歌志内学園校内で感染者が出た場合、どのような対応を考えているのかについて御答弁申し

上げます。

歌志内学園においては、歌志内学園危機管理マニュアルに基づき、日常的な対策、対応によ

り感染防止に努めております。校内で感染者が出た場合には、国が示す学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、また、北海道教育長からの新型コロナウイル

ス感染症に係る通知等に従い対応することとなります。児童・生徒または教職員が感染した場

合、直ちに教育委員会に報告されるのと同時に、出席停止、教職員の場合は出勤停止の扱いと

なります。それを受け、教育委員会は、臨時休業の必要性も含め保健所に相談し、保健所は必
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要な調査に基づき濃厚接触者の特定などを急ぎます。その後、保健所の見解等を踏まえ、臨時

休業などの適否を検討する流れになっております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） それでは、私のほうからは、２人口減少対策ついて御答弁申

し上げます。

人口減少対策につきましては、本市における最重要課題として捉えております。３月末の住

民基本台帳人口が２,９９４人と、開村して以来、初めて３,０００人を割り込むとともに、令

和２年国勢調査の速報値では、２,９８９人との結果で、平成２７年国勢調査からの人口減少

率は、全道ワースト４位の１６.６％となり、残念な結果でありますが、現実として受け止め

ざるを得ないものと認識しております。

人口減少は、東京など大都市や一部の地域を除く全国的な社会問題でございまして、複層的

に様々な要因が関わり合っているものと考えております。このため本市といたしましては、総

合計画、後期基本計画及び第２期総合戦略に掲げる各種施策を着実に推進することが重要であ

り、今まで以上に市民の声を反映させる努力を進め、このことにより定住と移住促進に結びつ

け、人口減少の抑制を図ることとしております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 順次、再質問させていただきたいと思います。

まず、コロナウイルスの件ですけれども、①のいつまでということで聞いたのですけれど

も、８月末までに終了予定だということであります。これ、終了予定は分かるのですけれど

も、これはどういうふうな形で希望日を取っていくのか。高齢者の方々にコールセンターに電

話してもらって、接種日を決めてもらったりとかという形を取ってましたけれども、それは、

６５歳未満の方々に対しては、どういうふうな状態の形でやるのか。それをちょっと聞いてお

きたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） ６５歳以上の高齢者の皆さんの受付に当たりましては、コール

センターを活用してということで進めさせていただいており、なかなかつながりにくいという

ような状況で大変御迷惑をかけているという状況でございます。その辺につきましては、おわ

びを申し上げなければなないというふうに思います。

今後進めようとしています６５歳未満の方たちの部分でございますけれども、今実施しよう

としている集団接種ということでは、コミュニティセンターで、１回目の枠を５日間と２回目

の枠を５日間、合計１０日間の集団接種を実施しようとしています。その中で、１日当たり１

８０人の接種を進めようとしています。予約に当たりましては、１回目、２回目をセットで予

約していただくような形で進めようと思っております。その集団接種で接種が実施できる人数

としましては、９００名ということになるのですけれども、この辺を１回目、２回目の調整と

いう部分をしっかりさせていただいた中で、コールセンターは引き続き活用するのですけれど

も、そのほかに基礎疾患を持たれている方とか、その後年齢の部分、６０歳から６４歳の方と

か、それ以下の方とか、そういう設定を、予約の受付開始日の設定をずらすような形を取らさ

せてもらって、そのコールセンターに集中する予約、これのつながりにくいという部分を解消

していきたいというようなことでは考えております。

ほかには、予約される年齢が下がることになりますので、ウェブでの予約、インターネット

での予約の方も多くなるのではないかというふうな予測もさせていただいております。そうい



─ 53 ─

うふうなことも兼ね合いまして、まずはコールセンターの受付を継続させてもらって実施して

いく。さらにはコールセンターでの予約が難しい、ウェブでの予約が難しいというようなこと

であれば、その辺の問合せを頂いた中で対応も検討していきたいというふうに考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） コールセンター、これからも使っていくということなのですけれども、

やはりやり方がちょっと、６５歳未満になるとちょっと集団接種になるので、限られた日に

ち、１回目５日間、２回目５日間ということでなっていくことだと思うのですけれども、コー

ルセンターがやはりつながらなかったらインターネットで申し込む、予約するという形になる

と思うのですけれども、それでもつながらない可能性が出てくるのですよね。今までの事例

で、いろいろなところの事例を聞くと。その辺の、やはりトラブルというのですか、予約する

ための、すんなり予約できるための手だてというのは、行政側でいろいろな形で段階を踏んで

できるのではないかなと思うのですけれども、その辺、コールセンターとインターネットに全

部頼るというのもちょっとトラブルになりかねないのではないかなと思うけれども、その辺は

どうなのですか。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） 確かに議員おっしゃるとおり、問題は多いかと思います。コー

ルセンターの運営会社の５月の状況報告なども頂いているのですけれども、確かに歌志内市だ

けのコールセンターであればそういうふうなことはなかったとは思うのですけれども、ほかの

市、町もそのコールセンター、同じ運営会社を利用しているよというような状況で、ほかの町

での予約受付が殺到するような状況があると、歌志内市での予約もつながりづらいという状況

が発生しているというのが、今の現状でございます。

５月の状況などを聞く中では、５月の合計で１３万件程度の電話が入って、それに対して受

けることできたのが８万７,０００件程度というような状況を聞いてます。応答できた率を申

し上げると６７％程度というようなことになってます。歌志内市の部分、その中で歌志内市の

受付がどの程度あったかということになると、５月の合計で４１３件あったという報告を受け

ました。日によって、受け付けれたパーセントが、５月の初めの頃ですと９０％程度を受付が

可能だったところが、後半になっていくと５０％を切るような状態になっていたりします。

この辺の解消についてどうなるのだということでも、コールセンターの運営会社とも協議さ

せていただいたりしてるのですけれども、回線の枠を増やしたというのは、早い段階で実施さ

れております。当初予定していたＮＴＴの回線３０回線を５０回線に増やしたという報告、こ

れは本当につながりづらい初期の段階で実施されてますけれども、ただ、それだけではなかな

か解消されていないというのが現状でございます。ほかの受付のそのコールセンターの体制、

電話を受ける方の人数もその後増やす形での検討をさせていただいているという方向で報告を

受けてございます。ほかの部署のスタッフを活用して、研修、電話の応対の研修とも必要らし

いのですけれども、１５名から２０名程度配置を考えて、その時間帯の着席して受けるブース

も最大に増やしていきたいという御報告を聞いてございます。ほかには、スタッフの増員とい

うこともあるということなのですけれども、そういう面も含めて、まずコールセンターの活用

というふうに考えております。

先日、高齢者の接種の予定を大幅に変更させていただく中で、市立病院での接種の土曜日の

枠の接種を保健福祉課のほうで受け付けました。これが５４０名分の受付、１回目、２回目で
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合わせて５４０名分の受付を調整させていただいたのですけれども、そういった中での電話の

殺到ということでは、本当に大変な思いをしました。役所の回線もパンクするのではないかと

いうような状況で、電話がかかってきたのをちょっと待っていただいて、折り返し電話するよ

うな方法を取った中で、何とか進めさせていただいたという状況があります。ここについて、

本当に、担当者も本当に厳しい状況の中で対応させていただいたのですけれども、新たな形で

の、コールセンターをやめて違う形での受付ができるかといったら、今現状、そういう態勢に

もないということでは、御理解頂きたいなというふうに思っております。問合せを受けた中で

は、例えばウェブの予約をサポートするとか、そういうことも問合せに応じて検討していきた

いというふうに考えております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） いろいろ手を打ってもらってはいる状況であります。高齢者の場合、国

の流れもあって、いろいろ二転三転したというのはあるのですけれども、やはり、二度手間に

なったりだとか、そういったことは、今回の６５歳未満の方々の予約受付に関しては、二度手

間にならない、きちんとした方法、トラブルが少ない方法を取っていただきたいと思いますの

で、ぜひその辺、忙しい中でございますけれども、保健福祉課のほうできちんと話し合っても

らって対応していただきたいと思いますので、お願いいたします。

②の学校の中でのお話でございますけれども、いろいろマニュアルがありますということで

答弁頂きました。職員の方々、歌志内市に住所を置いてない方々のほうが多分多いと思うので

す。仮に職員の方がコロナに感染してましたとなった場合でも、歌志内市での感染が出たとい

うことにはならないですよね、多分。そうなると、どこの人か分からない、でも歌志内市に来

ているということになるので、その辺、職員の方々がかなりシビアになって対応してくれてる

と思うのですけれども、その辺、保護者に関しても、感染リスクをどういうふうに回避するの

かというのは、学校の中でどういうふうに話し合われているのか、ちょっとその辺聞いておき

たいと思います。

○議長（川野敏夫君） 佐渡教育次長。

○教育次長（佐渡憲博君） まず、日常的な対策というのが非常に大事になってくると思いま

す。これは当たり前のことでありますが、まず１日２回の体温測定等の健康管理、健康観察、

健康チェック、あとマスクの着用、手指消毒の励行、授業ごとの換気と、児童・生徒の下校

後、教室内の机や椅子も、ドアノブ、手すり、階段の手すり、玄関ドアノブ等のアルコール消

毒、まずこういった対策が一番大事だというふうに思っております。これは当然、教師も含め

て同じような対応を取るわけでありますが、多分市外からという部分では、これは教職員に限

らず、保護者も、例えば滝川圏内でありますと、そこに危機はありますので、それは学校全体

としてそういった感染のリスクをなるべく抑えるような行動を取るということで話をしている

ところでございます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） その辺のやはり注意喚起というのはやって、うるさくやってもいいぐら

いだと思います。

臨時休業、学校内でコロナの感染者が出たりだとかした場合は、臨時休業するかもしれませ

んということで一番最初の答弁で頂いたのですけれども、今の状況、今までの中ではそういう

ふうになってないので、感染者もしくは濃厚接触者というのは、学校の関係者、児童・生徒に

も関係してくるのですけれども、そういった方々は出てなかったという認識を持ってよろしい
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ですか。

○議長（川野敏夫君） 佐渡教育次長。

○教育次長（佐渡憲博君） 発熱があったり、学校を休んだりとかということで検査を受けた

児童・生徒はおりますけれども、いずれも陰性でありまして、濃厚接触者等も出ておりませ

ん。

臨時休業といいますのは、一番最終段階での判断ということでありまして、もし感染者が出

た場合は、その状況に応じ、本人の出席停止あるいはクラスを学級閉鎖、最終的に蔓延がひど

いようであれば臨時休業と、そういう流れになっております。

○議長（川野敏夫君） 質問の途中ですが、ここで午後１時まで休憩をいたします。

午後 ０時００分 休憩

────────────────

午後 ０時５６分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

質問を続けます。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 学校の件なのですけれども、一番最初の答弁で、生徒、教職員がコロナ

の感染が出たというときは、その後、保健所と連絡を取って、臨時休業にするかどうかという

話を多分進めるということなのですけれども、これは結果が出るまでにどれぐらいの時間がか

かるのですか。仮に朝、保健所に先生が感染しましたということを保健所に連絡をして、最終

的に臨時休業にしましょうという答えが出るまでの期間というのは、その日に出るのか、２日

も３日もかかってから出るのか、その辺どうなのですか。

○議長（川野敏夫君） 佐渡教育次長。

○教育次長（佐渡憲博君） 学校から保健所のほうに連絡いたしまして、保健所は感染者の行

動履歴、そういったものを調査いたします。それに基づいて濃厚接触者等がいるのかいないの

かとかという部分を含めて調査を行って、最終的に臨時休業が必要な場合はそういう判断をさ

れるわけですが、日数的にどれぐらいかかるのかという部分については、ちょっと押さえてお

りません。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） その答えを出すまでの間にコロナが蔓延するおそれもあるのですよね。

そうすると、やはり素人的な考えで、出たときに１回臨時休業するという形の手段を取って、

みんなを隔離するという方法もしかり、あるのかなと思うのですけれども、その辺はいかがで

すか。

○議長（川野敏夫君） 渡部教育長。

○教育長（渡部一幸君） 今の質問ですけれども、十分あり得る話なのです。マニュアルにも

あるのですけれども、基本的に時間がかかる場合については、広めに解釈して、そういった

今、拡大解釈と言ったら変ですけれども、大きな部分で広めないように対策も取るということ

が重要だということも言われてますので、その変の状況も見ながら、例えば何人も出たという

ことであったら、すぐ学級閉鎖なりということをしていきたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 学級閉鎖、学年閉鎖ということも多分考えられるとは思うのですけれど

も、やはり４月から歌志内学園になって、一番最初に言ったように、同じ所にみんな登校して

いるわけで、何らかの接触というのは、マスクしている、してないを関係なくしても多分ある
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と思うのです。それを考えると、私の個人の考えとしては、１回全部生徒、先生も出てこない

で休業にしますというほうが、方針のほうが何かいいのではないかなと思うのですけれども、

どうなのですか。

○議長（川野敏夫君） 渡部教育長。

○教育長（渡部一幸君） 昨年、初めてなったときには、なかなかそういったコロナの部分も

中身も分からないものですから、北海道では一斉休業ということで実施した経緯がございま

す。そこでまた問題になったということは、学びの保障ができなかったいうことが一番大きな

問題になっております。その後、大体そのコロナのものも、中身が分かってきた分もありまし

たけれども、また変異株というのができまして、また新たな問題がまだ解決できない、中身が

分からないものも出てきております。ただ、やはり反省といいますか、学びの保障という部

分、これに問題視しておりまして、簡単にそういう休業していいのかという部分もございま

す。その辺につきましては、やはりほかの例も見ながら実施していきたいと思いますが、新聞

報道等でも分かりますように、北海道内での全学校一斉に休業ということもなかなかしてない

状態であります。その辺については、学びの保障というものを十分考えての上の部分だと思い

ますので、そういったものも含めまして、感染状況につきましては、保健所の詳しい調査もあ

りますので、その辺を参考にいたしますけれども、先ほど言いますように、人数が多いという

ふうになれば、それの結果を待たず、広めの対応もしてきたいというふうに考えてます。ケー

スバイケースということになるかと思いますけれども、その辺、過去の部分の反省も踏まえな

がら、十分対応していきたいなというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） いろいろなケースが多分考えられると思いますので、臨機応変にお願い

したいのですけれども、迅速な対応というのは、このコロナの問題では多分求められると思う

ので、やはり児童・生徒、先生、学校に関わっている方々に広がりがないような手だてを取っ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

２件目の人口減少対策についてでございます。今、総合計画に沿ってということで御答弁い

ただきましたけれども、総合計画の中で企業誘致は何年から何年までの間に１社だとか、そう

いったことでうたわれていると思いました。やはり働く場所というのが地域にあれば、そこに

人口も増えてくるだろうし、そういった観点からいろいろな形で産業課の職員の方々、いろい

ろ足を運んで企業誘致、汗を出してもらっているとは思っております。ただ、ソラチクォーツ

が出てきてもらって、今来てもらってますけれども、それ以後のなかなか大きな誘致というの

は見受けられないのではないかなという気がしているのですけれども、やはりなかなか相手が

あることなので難しいのですけれども、その辺、今どういうふうに進んでるのか聞いておきた

いと思います。

○議長（川野敏夫君） 虻川産業課長。

○産業課長（虻川善智君） 総合計画の中では、後期計画の中で安定した雇用の場の確保とい

うことで、令和７年まで目標３社ということで定めております。令和２年におきましては、観

光産業で１社、また農業振興、農業の関係で１社という形にはなっておりますが、まだできた

ばかりということでございますので、今後においては少しずつ増えていくことに期待している

ところでございます。

また、ソラチクォーツ以後、大きな誘致が実現できてないではないかというお話であります

けれども、議員も御存じのとおり、なかなか厳しいのが現状でございます。ただ、今後におい

ても、引き続きその辺については取り組んでいくというのは、やはり人口減少対策としては大
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きな目標というか課題でございますので、懸命に取り組んでいるところでございますが、今後

においても何とか雇用の場の確保という面で取り組んでいくのは、変わらず頑張っていきたい

というふうに思ってます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 観光事業と農業事業、かもい岳とブドウだと思われるのですけれども、

これはやはりもともと資源が歌志内市のほうにあって、それを募集してもらって来てもらった

という形だと思うのです。やはり、新しい企業に来てもらって根づいてもらう、そういったこ

とをしてかないと駄目だと思います。それをするのにいろいろ試行錯誤してもらっているのは

よく分かってるのですけれども、ソラチクォーツ以後の誘致になかなかうまく結びついてな

い、これについて何か歌志内市として何か支障が、どこかに変な壁があるのであれば、それを

どうにか取り除いてきてもらう方法というのも多分いろいろ考えることだと思うのですけれど

も、その辺何か問題がこういうとこにあるのだという認識というのはどういうふうに考えてる

のか、ちょっと聞いておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 虻川産業課長。

○産業課長（虻川善智君） これといった課題というのは、今現在、明確な御答弁というのは

申し上げるのはなかなか難しいかなと思うのですが、ただ、やはり誘致を行う上での武器とい

いますか、市としての助成制度ですとか、あと土地の優遇制度ですとか、そういうのはござい

ますけれども、それらについて、やはり他市町村と比べながら企業にアタックしていくという

のはあるかと思います。ただ、現状でも誘致に対する助成制度というのはございますので、そ

こをしっかりとＰＲした中で取り組んでいくということしかないのかなというふうに思いま

す。あとは、立地条件といいますか、物流の関係ですとか、交通の便ですとか、そういうのも

影響してくるのかなというふうには思います。

ただ、昨今、やはり東京のほうから地方に向けて、目を向けての取組というのも出てきてお

りますので、その辺は当市の強みでありますいろいろな面を、定住した場合の優遇政策とか、

それらを全て含めて行っていく必要があるのかなというふうに思います。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） いろいろな制度をフル活用して来てもらうというのは、やはりそれは当

然だと思います。今、このコロナ禍において、各企業大変な時期だと思うのです。それもよく

分かります。ただ、コロナだからといって、こっち側が足踏みをしてても駄目だと思うので、

その辺やはり、コロナの収束が見えて、さあ、動き出すというときにすぐ動き出せるような状

況を常に取っておかないと、多分出遅れて後手後手に回ってしまう可能性が出てくるので、そ

の辺やはり積極的な営業ＰＲというのが必要かなと思うのですけれども、その辺はいかがです

か。

○議長（川野敏夫君） 虻川産業課長。

○産業課長（虻川善智君） その辺については、おっしゃるとおりかなというふうに思ってお

ります。また、今後コロナ禍が収束後には、取組についてはやはり誘致という部分では積極的

に取り組んでいきたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 企業誘致というのは、相手方があっていろいろ時間がかかる、行ってす

ぐ、分かりました、出しますという話にはなかなかならないと思います。それをやりつつ、住

環境の整備も一緒にやはり進めていかないとならないと思います。箱物を建てれば一番簡単な

のでしょうけれども、そういったお金も財政的に歌志内市としては多分難しいものではないか
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なと思います。やはり今ある住宅、空いている住宅をリノベーションなり何なりして、住みや

すい環境をどんどんつくっていくという必要性はあるのかなと思うのですけれども、その辺は

いかがですか。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 議員おっしゃるとおり、長寿命化計画がおかげさまで出来上がりま

した。新規住宅等々においては計画どおり進めていきたいと思ってますけれども、今おっしゃ

ているのは用途廃止、古い住宅をリフォームするという考え方も一方でありますけれども、用

途廃止をして、市民ニーズ、それから、例えばでいきましたら外国人就労者のシェアハウス的

な使い方ということもニーズとしてあるということを聞いておりますので、いろいろな方面で

その辺の、あと用途廃止した後の使い道の関係をちょっと調査・研究していきたいかなと思っ

ております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） この用途廃止云々というのも多分必要だと思います。全然側に人が行か

ないのに、あっても仕方ないので、やはり人が集まるところにきちんとした住環境を整備する

というのは必要最低限なことだと思います。この住む場所に関して、やはり歌志内市として大

きな、他市と比べて大きな問題があると考えるのは、ちょっと民間のアパートがないというと

ころなのです。これはやはり引っ越して来る人たち、家族なら家族が引っ越してくるに当たっ

て、一番何を最初にするかといったら、その場所に住むための家を探すのです。その家を探す

のに、今はほとんどインターネットで、某大手の不動産屋のインターネットに入って歌志内で

探したりとかするのです。そうした場合に、歌志内でヒットしないのです。歌志内でヒットし

なければ、ほかの滝川や砂川のヒットする場所に行ってしまうのです。それを食い止めるため

の方法というのもあると思うのですけれども、その辺はどういうふうに考えているか、ちょっ

と聞いておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） まちづくり検討委員会等々でもそういようなお声を頂いていて、頂

戴しております。今後においても、民間企業、業者を含めて、実はちょっと古い話ですけれど

も、お問合せをして聞き取り調査をしたことも多々ございます。残念ながら、家賃に対する建

設事業ということでの費用負担、それから維持管理の関係等々含めまして、なかなかの御協力

頂けないという状況もそのときは確認取れましたので、今後なかなか難しいところではありま

すけれども、役所としてどこまで補助、助成、対応ができるのかも含めて検討していきたいか

なとは思っております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 市営住宅の家賃の補助だとか、そういった形で入っている方々にいろい

ろな形で応援する、来た方に応援できるというシステムも大事なのですけれども、やはり歌志

内に来る方は、いきなり市営住宅を探そうとは思わないのです、多分。ここが問題があるので

はないかと思うのです。そうならないために、市のほうから大手不動産屋、企業名言っていい

のかちょっと分からないのですけれども、アパマンショップだったり、エイブルだったり、い

ろいろなところがあります。そういうところに、空き家の今の状況を載せてもらったりだと

か、持ち家というか、管理している個人の方々もいますので、そういった方々にちゃんと橋渡

しをするという役割も必要なのではないかなと。そうすることによって、歌志内市に住みた

い、インターネットで調べたときに、歌志内市でこういう戸建ての住宅が賃貸である、幾らで

あるというのが分かるような状況をつくっていくというのも、定住の一つにつながるのではな
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いかなと思うのですけれども、いかがですか。

○議長（川野敏夫君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） 議員御指摘のとおり、定住対策を進めるに当たりましては、

魅力ある住宅の確保というのが非常に重要であるというふうに考えております。

今、お話等ありましたとおり、本市におきましては、市営住宅を中心として住宅提供すると

いうのが現状でございます。ただ、市といたしましても、何回となく子育て住宅の確保や民間

による建て売り住宅の可能性などを議論してきた経過はございますけれども、現状は実現には

至っていないという状況でございます。

今回の御指摘になりました人口が非常に少なくなってきたという状況、現実を受け止めまし

て、よりスピーディーに大胆な施策を実行しなければならないかなというふうには考えており

まして、これまでの子育て支援をはじめとするソフト面、こういったものもさらに拡充するこ

とを総合戦略で掲げる民間賃貸住宅の建設助成といったことの実現も含めまして、住環境の整

備を今以上に進めることが、最終的には定住、人口減少の抑制につながるものというふうに考

えております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） そうだと思います。市の制度で、一戸建ての、戸建ての持ち家の話をさ

せてもらうと、いろいろな形で家を出ていかないと駄目になった、家持っている方が、そう

いった方に空き家バンクという形で登録してもらうということがあると思うのですけれども、

それはその制度を知っていれば、市のホームページから見て入れるのですけれども、恐らく多

くの方々は、空き家バンクというシステム知らないのです。それを考えると、出ていかざる得

なくなった状況で、市のほうからこういう不動産屋に少し管理一任して、人が入ってもらえる

状況をつくるだとか、橋渡し、それこそその個人と不動産屋の間に入って、市が入って橋渡し

をする、そういったことも今後必要になってくるのではないかなと思うのですけれども、その

辺はいかがですか。

○議長（川野敏夫君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） 今お話しありましたが、空き家バンクの関係ですけれども、

私たちも市内向けに広報紙、それから町内会連合会との情報交換会等を通じましてＰＲのほう

はさせていただいておりますけれども、現実のところを申しますと、今現在２軒の登録が継続

しているということでございます。これにつきましては、平成２６年度から制度も創設いたし

まして、これまで１７軒登録ございまして、そのうち１４軒が成約という形になっておりま

す。

そういったことで、少なからずは定住対策の一助にはなっているかと思うのですけれども、

今議員おっしゃいましたとおり、民間の不動産業者との連携というのも考えたことも実はござ

いますけれども、なかなか市外にしかないものですから、どの業者と手を組むのがいいのかと

いうことが一つの課題になってございます。

最近、これは毎日新聞に最近出ていたのですけれども、旭川地方のほうで、民間会社の不動

産会社が町の空き家をマッチングさせるという事業者、ニーズのある客とマッチングさせると

いうことを取り組んでいる民間業者もあるというふうに聞いておりますので、そういったこと

も含めまして、ちょっといろいろ情報収集をして、より空き家バンクを進めるような形に

ちょっと考えてみたいなと思います。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） やはり定住してもらって人口を増やす、自然減で亡くなっていく方々と
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いうのは仕方ないと言ったら言葉悪いですけれども、自然減はもうどうしようもないと思うの

です。家族がいて、何らかの条件が合わなくて出ていくということは、やはり市としては大き

な問題になってしまうので、家族を呼ぶ、出ていってもらわないようにする、そういったこと

を、きちんとしたソフト面、充実、今課長言われましたけれども、やっていただいてます。そ

れをやった上で、やはり住環境の整備というのは必要不可欠だなと思いますので、よろしくお

願いしたいのですけれども、市長、その辺答弁頂いてよろしいですか。

○議長（川野敏夫君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 人口減少対策ということでございます。決して人口減少を容認してい

るわけではございませんけれども、いろいろ各種施策を打った中で、例えば充実した各種の子

育て世帯の経済的負担の軽減とか、またいろいろな支援対応といいますか、そういうことを

やっているわけでございますが、なかなか結びつかないといいますか、歯止めがかからない状

況にはございますが、いろいろ今申し上げました空き家バンク等も含めて、定住・移住につな

がる施策をあらゆる面で打って、人口減少、歯止めをしていきたいというふうに思っていると

ころでございます。

特に歌志内、３,０００人を切っている状況にございます。本当に、１人でも流出させな

い、そんなような取組、例えば先ほど企業誘致のお話をしておりましたけれども、なかなか本

当に企業１社、歌志内に持ってくるというのは大変時間もかかります。労力もかかる状況にご

ざいます。企業誘致して、そして歌志内に住んでもらうというのが一番重要かなと思っており

ます。既存の企業にも、ぜひ従業員の方、歌志内に住んでいただくようなこともそれぞれの企

業にお話をしていかなければならないかなと思っております。

それと同時に、歌志内に住みたいなという町にしていかないと駄目かなと思います。いろい

ろなサービスも含めて、先ほど議員言われました住環境も含めて、いろいろな多方面にわたっ

てそういう環境整備が重要かなと思っております。そんなことで、これからも努力をしてきた

いと思っております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） よろしくお願いしたいと思います。

最後に、補聴器の助成の件でございますけれども、アンケート調査などはしていませんと。

相談とかもなかったですという御答弁でした。これは１回、令和元年に質問したときも同じよ

うな御答弁を頂いて、もう少しちょっと考えてみてくださいと言って終わったのですけれど

も、やはり認知症を予防するに至っては、耳が聞こえなくなることによって孤立する可能性が

大きくあると思うのです。それをなくすために補聴器を買う。その補聴器を買うのに、今の皆

さんの高齢者の方々の生活実態からいったら、高額な補聴器を買うというのは、なかなか一歩

踏み出すのはできない状況にあると思うのです。余り程度の低い、安い補聴器を買っても、ま

た聞こえなくなるだとかそういったこともあるので、やはりきちんとしたものを買っていただ

いて認知症予防に役立ってもらうということは一つ大きなことかなと思うのですけれども、そ

の辺の認識はどういうふうに持たれているのか聞きておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） 女鹿議員おっしゃるとおりなのですけれども、これまで調査を

していないという部分と、相談もございませんという答弁になってしまった部分では、議員の

御期待に添える答弁にはなっていなかったというふうには思っております。

認知症の予防観点という部分では、前回、令和元年度の話からこれまでの間、聴力と、耳が

聞こえづらいという観点に特化しない中で、日常の事業、元気はつらつ教室であったり、例え
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ば老人クラブのサロンであったり、社協の集いの場であったり、そういったところに出向いて

いった中での運動とか、そういった機能向上であったり、栄養指導であったり、そういう方向

での認知症予防策を講じてきたという部分かなと思ってます。

この補聴器に係る部分ですけれども、認知症の防止策の一つとしては大変有効ではないかな

というふうに私も感じております。要するに、会話、耳が聞こえない、聞こえづらいことで会

話が難しいという面、人と会話するのもおっくうになってしまうというようなこともあって、

既催しているそういった事業にも参加していただけないような状況、そこにつながってしまっ

て、結局認知症の防止につながらないよというようなことが考えられるわけで、そういった面

も含めて、大変、補聴器の使用ということは、聞こえづらい方にとっては必要なことではない

かなというふうに感じております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 課長、ありがとうございます。今の答弁は前進的な答弁と受け止めさせ

ていただいて、この補聴器の助成は進むのではないかという考えを持ってよろしいですか。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） まず、本当に実態の調査ができていないという状況なのですけ

れども、調査の仕方、アンケートを実施するという方法もあるでしょうし、例えば我々、ふだ

んの事業の中で、高齢者の方のお宅に訪問するとか、介護認定の調査で伺うとか、そういった

場面において、ある程度そういう聞き取りといいますか、そういうこともできるのではないか

なという考えもございます。そういったことも含めてやっていく調査の方法もありますし、そ

ういう場面をつくっていくことで相談につながるというようなことも考えられますので、調査

の仕方という部分も含めて検討させていただいた中で、事業としては実施する、しない、これ

は政策の部分になってきますので、予算措置も必要となってきますし、そういった面はその場

面で検討を進めていく必要があるのかなというふうに思ってます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） ぜひ、この元年から今にかけて足が進んでなかったのが、この質問で一

歩、二歩、また足を踏み出してもらえる態勢を取っていただいて、助成に向けての前向きな検

討をしていただきたいと思います。

最後に市長、これについて答弁を頂いておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 高齢者に優しい町、そんな歌志内市を目指しております。そんな中で

も、高齢者の補聴器の購入助成ということで、今ほど山崎課長からも答弁ありましたように、

今後、いろいろ調査も含めて、検討といいますか、そういうことで考えていきたいと思ってい

ます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） では、時間が少し残ってますけれども、これで私の一般質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さんの質問を打ち切ります。

質問順序４、議席番号３番、山川裕正さん。

一つ、新型コロナウイルス感染症の対策等について。

一つ、市道等の草刈りについて。

以上、２件について。

山川裕正さん。



─ 62 ─

○３番（山川裕正君） ２件について質問いたします。

一つ、新型コロナウイルス感染症の対策等について。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、接種予定の変更、土曜日接種の追

加、タクシー運行の追加、キャンセル待ち登録の対応などに尽力されていることに心から敬意

を表します。

６５歳以上のワクチン接種後の新型コロナウイルス感染対策等について、伺います。

①６５歳未満のワクチン接種が今後始まります。まず、基礎疾患のある方が優先接種される

と思いますが、ほかに高校生、市外通勤者の方も優先接種する必要があると考えますが、いか

がか。

②ＰＣＲ検査機器購入補正予算案が提案され、市立病院が発熱など新型コロナウイルス感染

疑いの方の検査ができる体制になりますが、新型コロナウイルス感染の診療のほかに、医療関

係、福祉、介護、消防職員等を定期的にＰＣＲ検査する感染対策をする必要があると考えます

が、いかがか。

③札幌近郊では、新型コロナウイルス感染者等の救急搬送時に受入病院が決まらず、搬送に

時間がかかると報道されております。

当市は、新型コロナウイルス感染疑い者を救急搬送するケースがないと思いますが、他の急

患の救急搬送受入れに支障が出ていないか、伺います。

２点目、市道等の草刈りについて。

①今年も草刈りが始まり、道道沿いでは、防草シート工事も行われております。

市道を走行していると、市道脇の緑地帯が部分的に草刈りされているところを見受けます。

これは、市道緑地帯を自費で草刈りされている方や町内会で草刈りしているところでありま

す。

今年も土木費で雇用している草刈り作業の方は２名と聞いております。２名では、市道や用

途廃止された施設等の草刈りに手が回らないと思います。

町内会も高齢化で草刈りできないところもありますが、市道緑地帯等の草刈りをし、環境美

化、景観保全を行う町内会に支援する考えがないか伺います。

以上、答弁お願いします。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） 私のほうからは、件名の１、新型コロナウイルス感染症の対策

等についての①と②について御答弁させていただきたいと思います。

まず件名１の①６５歳未満の方へのワクチンの優先接種対象者についてという御質問につい

てでございますけれども、国が示す基礎疾患がある方、この方については優先的な接種予約に

配慮する必要があるということから、接種受付開始日を、まず基礎疾患のある方、その後６０

歳から６４歳の方、そして６０歳未満の方と段階的に設定するという予定であります。なお、

市外への通勤者や高校生等につきましても、早期接種が望ましいというふうには考えておりま

すが、当面はキャンセル待ちの登録をお願いしたいというふうに考えております。

次に②のＰＣＲ検査についてでございますが、定期的にＰＣＲ検査を実施することは、施設

等でのクラスターの発生を未然に防ぐためには有効というふうに考えております。しかし、実

施に当たりましては、市立病院の受入れ体制のほか、実費となります検査費用、この負担など

について検討が必要なことから、慎重に対応したいというふうに考えております。

以上です。

○議長（川野敏夫君）神消防次長。
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○消防次長（神邦広君） 私からは、件名１の③、他の急患の救急搬送に関わる受入れの支障

の有無について御答弁申し上げます。

当市におきましては、発熱および呼吸器症状等がある場合に、新型コロナ感染症疑い者とし

て扱い、昨年３月から本年５月末までに４９人を砂川市立病院に救急搬送をしております。ま

た、これまでに他の自治体で事例のあった搬送拒否及び受入れに関わる搬送時間の遅延はもと

より、他の急患の救急搬送受け入れに支障が生じた事案は発生しておりません。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） それでは、私のほうから件名２の①について御答弁申し上げたいと

思います。

本年度、市道等草刈り作業においては、１月末までを雇用期間といたしまして、昨年同様２

名体制にて実施しておりますが、４名体制だった頃と比較いたしますと、作業行程に遅れが生

じてはおりますが、作業の効率化を図るなど鋭意努めながら取り組んでおりますので、御理解

頂きたいと存じます。

なお市道緑地帯等の草刈りなどに御協力頂く町内会等への支援につきましては、大変ありが

たい御提言と賜りますが、作業中の事故の保険対応を含め、煮詰めるべき点が多いことから、

今後の検討課題とさせていただきますので、御理解頂ければ幸いと存じます。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 再質問させていただきます。

今回、６５歳未満の接種ということで、たしか一番下は１５歳か１６歳以上ということで、

今回の６５歳未満の対象者が何人ぐらいなのかちょっと伺いたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） ６５歳未満の対象者でございますが、１６歳まで、１６歳以上

で区切りますと１,１８７人、その後続くとなりますと、１２歳から１５歳の部分も含めます

と、１,２４４人という人数になっています。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 集団接種が１日１８０人確立かということで、９００人掛ける２で

１,８００人ということで、この今聞いた対象者数から見るとかなり余裕あって、５日間で終

わらせるということができる。すみません、間違えました。１８０人掛ける５日間ということ

で９００人、今現在、１６歳以上であれば１,１８６人ということで、約２８６人、約３００

人がちょっとこの集団接種には入ってこないということで、そういう答弁になると思います

が、よろしいでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） 集団接種に関わる部分では、１回目、２回目とも受ける形にな

りますので、マックスで９００人というような予定になります。そこに足りない部分は、平日

での個別接種ということになりますけれども、今、見込みとしておりますのは、１２歳までの

人数１,２４４人の８０％程度の接種率という見込みを立てておりまして、８０％で９９６人

という数字になるのですけれども、この方たちが集団接種のほかに平日で９６人の方が１回

目、２回目、市立病院での接種を受けていただければというふうに考えているところです。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 大体そういうことで、ある程度、９月末でしたか、終わる予定。６５

歳未満も終わる予定は９月末でしたか。
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○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） ８月末で終われるような予定というふうに私ども考えておりま

す。平日の接種部分、高齢者枠の中でも活用できる部分が若干出てきそうですし、今後、ワク

チン接種のクーポン券を発送した中で、そのような受付になっていくのではないかというふう

に考えています。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 大体８月末までには６５歳未満、１２歳から１５歳も含めて終える見

込みが立ってるということでございます。

それで、歌志内学園に通っている教職員の先生方、結局市外通勤者の方なので、この方々を

接種はやはりどうしても歌志内市としては市民ではないからできないということになるのか、

どうも子供たちを教えている学校の先生方なので、この先生方の接種というのは、この中でで

きるのかちょっと伺いたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） 歌志内学園の先生方の部分でございます。教育委員会サイドか

らも実は問合せを頂いておりまして、検討しなければならない項目としてはおります。

ただ、通常、市外の方は、市外から接種券を発行してもらって、その市外の方が出した居住

地外で受けることについて認めてもらった中で歌志内市で受けるというな形になってきます。

歌志内市に配布されているワクチンを使って受けるようなことにもなるのですけれども、その

辺の手続が生じてくるのが、今、通常の部分でございまして、その辺についてどういう形で詰

められるかという部分が、今後検討の課題になっております。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 検討課題ということで、接種できるように進めるということなのか

ちょっと、再答弁お願いします。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） 接種できるように進めたいのですけれども、相手のあることな

ものですから、そことの調整が必要になってきますので、それをクリアしてからの話になって

いくと思います。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） いろいろ、接種日の対応やら何やら、いろいろ御苦労されている中

で、またさらにいろいろな課題が出てきて大変だと思いますが、よろしく御尽力願いたいと思

います。

次のＰＣＲ検査でございます。昨日、テレビの報道で、芦別市のこども認定園でクラスター

が発生したということで、ちょっとネットで見てみますと、こども園の職員が３名、それと何

か出入りの業者１名、園児６名が感染したということで、関係者６９人にＰＣＲ検査をしたと

いうような報道を、昨日ネットで見ました。そういうことで、検査料、ＰＣＲ検査１人１万

５,０００円ということで、ちょっとなかなか定期的にＰＣＲ検査するのも大変だとは思いま

すけれども、市立病院の受入れ体制もありますけれども、慎重に検討したいという答弁でござ

いますけれども、これに対してやはり必要なことなので、今後どのような感じで検討される

か、ちょっと伺いたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山崎保健福祉課長。

○保健福祉課長（山崎亨君） 確かに、定期的にこの検査ができれば、本当にその都度、

その都度、感染といいますか、感染の発生を未然に防ぐという意味で、大変効果があるのかな
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というふうに思っております。

本当に実施に当たってなのですけれども、このたびの補正予算で市立病院のほうに検査の機

械が導入されるということになってくると思います。その機械を活用してのお話になるもので

すから、当然院長先生以下、病院の体制の中でどういった検査ができるのかという話にもなる

でしょうし、その辺全然まだ内容としてお話をさせていただいたわけではありませんので、そ

の辺について慎重に進めていければなというふうに思っております。当然、検査費用、これは

そういう実費の検査、検査ですと実費がかかってしまいますので、その辺の負担をどうする

か、例えば全額とか、一部とかという形になるのか、その辺も含めて、助成する方向なども含

めて協議していかなければならないというふうに思っております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 行政として必要でＰＣＲ検査するということなので、行政として必要

として検査するということになれば、当然市の予算で、検査料ということで、きっとそうなれ

ばまた補正予算ということになるのかなと思いますけれども、他市町村でも結構ＰＣＲ検査

やっていると思いますので、その辺どういう予算を使ってやっているのかも含めて、例えばこ

のままいくと９月定例会に補正予算が計上されるのか、その辺ちょっと、当然まだこれから機

械入るので、これからの検討課題ということで分かるのですけれども、何とか頑張っていただ

きたいと思います。

消防のほうの救急搬入については、問題なく搬送されているということなので、安心したと

ころでございます。

市道等の草刈りについて質問いたします。

今、答弁の中で、町内会等の支援につきましてはありがたい提言ということで答弁ありまし

たけれども、作業中の事故への保険対応を含めということでございますけれども、現実的に市

道等の緑地帯等の草刈りを、近隣住民の方が、または町内会で実際にやっている現状にあるの

で、煮詰めるべき点が多いというのも分かるのですけれども、やはり現実的にも草刈りしてる

し、ちょっともう少し前向きにやっていただければありがたいですし、本当に、先週６月１２

日のブルーサルビア、青い花植えました。楽生園に上がる交差点のところ、ブルーサルビアを

植えた後ろが草生えていて、ぱっと見た瞬間、ブルーサルビアと草が一緒になって見えて、何

かちょっと、そういうのもちょっと悲しいかなと思って見ているところでございますので、町

内会等との草刈りの協議、もうちょっと前向きにしていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 先ほどの、まず御答弁の前に、１１月、１月ということでちょっと

滑舌悪くて申し訳ございません。１１月までの雇用期間ということで訂正させていただきたい

と思います。

まず私のほうから、今御質問頂きましたメモリアルパーク、本町のほうも含めまして、草刈

りの御要望が、実は青いサルビアを植えた後の背景というか、そういうところでちょっと目

立ってきたので、早急に対応していただきたいという御要望を承っております。暫時、今やっ

ておりますので、お時間ちょっと頂きたいということでの対応はしているところでございます

けれども、費用負担、それから器具の貸出し、さらには、私どものさらに効率化を上げるべく

機械化など、いろいろな方法で草刈りの作業効率を上げるということは可能かと思います。ほ

かに、町内会、衛生協力費みたいな助成事業もありますので、検討課題とさせていただきまし
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て、どういう方法がいいのか、機械の貸出しということも、それから燃料分ぐらい満タンにし

て、その分の補充は要らないよとか、そういうような対応が可能なのかどうなのか、調査・検

討していきたいかなと思っております。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 草刈機は大体あるので、ちょっと私、個人的に幾つかの町内会に聞い

たら、実は地域づくり活動支援事業の補助金もらって、草刈り買いたいと思うのだけれども、

なかなかちょっとやはり面倒で、いまいち動き出せないというか、そういうところも聞いてお

ります。ほかには、また地域づくり活動支援事業、３分の１負担あるということで、その３分

の１は、何か頭の中でうまく計算できなくて、ちょっと申請までいかないのだよなという町内

会もございました。

５月３１日の行政常任委員会の企画財政課の地域づくり活動支援事業の活用、この事業の活

用状況では、平成３０年度は４団体、２２万２,０００円、令和元年度は７団体、４５万円、

令和２年６団体、４３万円、そして今年、令和３年度は、５月３１日現在では３町内会から申

請を受けて、申請総額は２７万８,０００円ということで、なかなかこちらのほうも伸びてい

かないというか、そんな状況にございますので、今、建設課長、衛生協力費、衛生協力会と

か、そういうところからの、その中に今、例えば草刈り事業入れるだとか、あとは行政協力費

の中に草刈り事業入れるだとか、そのような対応をすれば町内会も、そうしたらもうちょっと

頑張って、文珠第３の市道は、聞いた話では、その近所の２軒の方が区分けしてやっていると

いうことで、そういう草刈りの支援があれば、もうちょっと町内で、もうちょっと頑張って伸

ばしてみるかとか、人がいれば石が飛ばないように、そういう事故の対応もできると思います

ので、建設課サイドプラス企画財政課も含めて、草刈りするとやはり見てて気持ちいいので、

何とかもう少し前向きな対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） おっしゃるとおりでございまして、かなりの町内会、自治会から御

協力を借りております。私ども、今２名体制ではありますけれども、業者も入れましていろい

ろと対応はしているところではございますけれども、同時に伸びてくる時期というのは、もう

一斉に、集中的に成長するタイミングでは、なかなかすぐに速やかに対応することが不可能と

言っても過言ではございません。

機械・器具の関係におきましては、いろいろな機械、器具も出ております。中村中央団地の

ほうは、ブロワー飛ばすやつとかも自分たちの町内会で御用意されて、かなり効率を上げてい

るということお聞かせいただいておりますので、役所としては、平日は残念ながら作業でどう

しても使うことにはなっておりますけれども、例えば土日の関係とか、当然、冒頭１回目説明

しましたその保険の関係、事故の関係だけは、これはもう避けて通らなければならない重要な

案件でございますので、この辺を丁寧に調査・研究しながら、前向きにちょっと考えていきた

いかなとは思っております。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 今の答弁で、事故の保険対応ということがございましたけれども、う

ちの町内では自治会総合保険というのに入っていて、その中に草刈りのあれも入れているの

で、きっと各町内会、草刈りしているところは大体そういう保険にもう既に加入しているので

はないかなと思いますので、その辺も含めて、ちょっと町内会の協議等をしていただければと

思います。

それと、今、建設課長おっしゃったブロワー、草刈りの後のほうきで履くの大変だったので
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すけれども、私も月曜日にちょっとブロワー入れて初めて使ってみて、すごいいいなと思っ

て、これでやったら、全然、草刈った後の後始末要らないなと思ったところでございますの

で、そのブロワーの貸出し等も含めて、町内会の支援をお願いしたいと思います。

以上で、質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さんの質問を打ち切ります。

延 会 の 議 決

○議長（川野敏夫君） お諮りいたします。

本日の議事日程にあります議事が終わりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会し

たいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

延 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） 本日は、これにて延会いたします。

御苦労さまでした。

（午後１時５５分 延会）
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